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鼬
特
集
３

本
稿
の
対
象
と
す
る
地
域
は
、
紀
伊
国
那
賀
郡
内
の
井
坂
皮
田
部

落
で
あ
る
。
紀
ノ
川
中
流
域
の
北
岸
の
近
く
に
立
地
し
、
昔
の
井
坂

の
渡
し
の
側
で
あ
る
Ｑ
同
部
落
の
北
西
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
の
と

こ
ろ
に
有
名
な
根
来
寺
が
存
在
し
て
い
る
。
慶
長
六
年
（
一
六
○

一
）
の
検
地
帳
の
写
（
寛
延
四
年
二
七
五
一
〉
の
写
）
に
よ
れ
ば
、

田
畑
合
計
一
一
一
町
九
反
一
畝
一
三
歩
、
高
一
九
四
石
八
斗
九
升
を
所

持
し
て
い
た
。
上
々
田
が
五
町
五
反
六
歩
（
高
一
○
四
石
五
斗
三
升

八
合
）
、
上
田
が
一
一
一
反
四
畝
二
○
歩
（
高
六
石
二
斗
四
升
）
、
中
田
が
一

町
一
畝
九
歩
（
高
一
七
石
二
斗
二
升
一
合
）
、
下
田
が
一
町
八
畝
三
歩

（
高
一
四
石
五
升
三
合
）
、
下
々
田
が
一
反
六
畝
一
六
歩
（
高
一
石

六
斗
五
升
三
合
）
、
残
り
は
畑
地
と
い
う
具
合
で
、
け
っ
し
て
地
味

の
劣
悪
な
場
所
で
は
な
か
っ
た
。
家
数
は
、
一
九
軒
と
記
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
屋
敷
の
筆
数
で
あ
っ
て
、
実
際
に
は
五
五
人
の
名
請

に
渡
辺
が
と
く
に
紀
州
の
部
落
史
に
造
詣
が
深
い
だ
け
に
、
私
の
説

に
対
す
る
批
判
者
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
渡
辺
説
を
無
批
判
的
に
受
け

入
れ
て
、
そ
れ
を
一
つ
の
有
力
な
反
証
の
論
拠
に
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
私
は
、
以
下
の
論
述
の
中
で
、
こ
の
蓮
乗
寺
文
書
を
め

ぐ
る
渡
辺
の
主
張
が
い
か
に
非
科
学
的
な
速
断
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
を
示
す
つ
も
り
で
あ
る
。

私
は
、
被
差
別
部
落
の
起
源
に
関
し
て
、
Ⅲ
近
世
部
落
（
主
と
し

て
「
え
た
」
身
分
、
こ
こ
で
い
う
皮
田
部
落
）
を
含
む
近
世
身
分
制

度
の
成
立
の
歴
史
的
背
景
Ⅱ
契
機
と
し
て
、
統
一
権
力
に
よ
る
一
向

一
侯
弾
圧
・
解
体
策
を
重
視
す
べ
き
こ
と
、
②
そ
れ
と
の
か
か
わ
り

．
，
。
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
お
い
て
近
世
部
落
成
立
の
諸
コ
ー
ス
の
中
の
一
つ
の
、
し
か
し
重

へ
ん
か

要
な
コ
ー
ス
と
し
て
一
向
一
摸
参
加
者
の
一
部
に
対
す
る
身
分
厄
下

政
策
に
よ
る
近
世
部
落
へ
の
組
み
入
れ
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と

（
１
）
 

と
を
指
摘
し
て
き
た
。

私
の
主
張
に
対
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
な
さ
れ
て
い
て
、

あ
り
が
た
く
思
っ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
批
判
は
回
の
方
に
集
中
し

！ 

は
じ
め
に
ｌ
本
稿
の
課
題

井
坂
皮
田
部
落
の
概
観

紀
伊
国
那
賀
郡
に
お
け
る
一
皮
田
部
落
の
成
立

蝋
蝋
徽
欝
鍜

ｌ
雑
賀
一
向
一
摸
と
の
関
連
の
検
討

（
３
）
 

人
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
検
地
帳
写
は
、
井
坂
皮
田
村

分
の
帳
簿
で
あ
る
。

慶
長
一
八
年
（
一
六
一
三
）
六
月
の
状
況
を
示
し
て
い
る
「
紀
州

検
地
帳
写
」
で
は
、
近
世
部
落
の
う
ち
井
坂
皮
田
部
落
の
み
「
皮
田

村
」
と
し
て
独
立
村
的
な
形
態
を
と
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

（
４
）
 

村
高
は
、
一
九
四
石
七
斗
一
升
四
合
で
あ
っ
た
。
一
兀
禄
一
一
年
（
一
六

八
九
）
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
田
中
組
指
出
帳
」
の
末
尾
に

「
□
□
□
」
（
皮
田
村
力
）
と
あ
り
、
村
高
一
九
四
石
八
斗
九
升
と

，
（
５
）
 

記
さ
れ
て
い
ろ
。
さ
ら
に
下
っ
て
延
享
－
工
年
（
一
七
四
四
）
の
こ
と

を
記
す
「
田
中
組
大
指
出
帳
」
に
も
「
□
□
村
」
と
あ
り
、
同
額
の

村
高
が
記
さ
れ
て
い
る
ｐ
そ
こ
に
は
「
庄
屋
次
兵
衛
、
肝
煎
忠

（
６
）
 

右
衛
門
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ろ
。
も
っ
と
多
い
）
、
「
池
田
組
犬
指
出

帳
」
の
古
和
田
村
の
項
に
、
「
同
村
之
内
□
□
」
と
あ
る
皮
田
部
落
の

（
７
）
 

方
に
４
℃
庄
屋
・
肝
煎
の
記
載
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
井
坂
皮
田

部
落
が
近
世
初
頭
か
ら
独
立
村
的
性
格
を
強
く
も
っ
て
い
た
こ
と
は

否
め
な
い
。
た
だ
し
、
『
紀
伊
績
風
土
記
」
に
は
下
井
坂
村
の
項
に

「
同
村
の
内
皮
田
」
と
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
「
皮
田
」
の
田
畑
高
、

家
数
、
人
数
等
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
下
井
坂
村
の
一
定
の
支

（
８
）
 

配
を
受
け
て
い
た
こ
と
坐
も
否
定
で
き
な
い
。

井
坂
部
落
の
家
数
・
人
数
の
変
遷
を
簡
単
に
見
て
お
く
と
、
以
下

の
と
お
り
。
元
禄
二
年
（
一
六
八
九
）
四
六
軒
・
一
一
七
九
人
、
延
享

元
年
（
一
七
四
四
）
一
一
五
軒
・
五
四
二
人
、
天
保
十
年
（
一
八
一
一
一

て
い
ろ
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
私
自
身
が
一
番
重
視
し
て
き
た
、

さ
い
か

雑
賀
一
向
一
摸
と
被
差
別
部
落
の
起
源
と
の
深
い
関
連
を
示
し
て
い

ろ
と
考
え
ら
れ
る
紀
伊
国
那
賀
郡
内
の
一
皮
田
部
落
の
事
例
を
具
体

的
に
取
り
上
げ
て
、
自
説
を
実
証
的
に
強
化
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
る
。

後
に
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
皮
田
部
落
の
中
に
立

地
し
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
部
落
寺
院
・
蓮
乗
寺
（
浄
土
真
宗
西
本
願

寺
派
、
か
っ
て
は
摂
津
・
富
田
の
本
照
寺
末
）
に
は
、
雑
賀
一
向
一

侯
に
関
す
る
貴
重
な
古
文
書
が
伝
蔵
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
紀

州
の
部
落
史
を
長
年
に
わ
た
っ
て
調
査
・
研
究
し
て
き
た
渡
辺
広

は
、
そ
れ
ら
の
古
文
書
は
間
違
い
の
な
い
本
願
寺
方
の
史
料
で
あ
る

こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
「
他
地
域
の
も
の
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
も
の
と

（
２
）
 

考
え
ざ
ろ
を
》
え
な
い
」
と
断
定
し
た
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う

寺
木
伸
明
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九
）
一
五
五
軒
・
六
九
一
人
、
明
治
六
年
（
一
八
七
一
一
一
）
一
六
七
軒

（
９
）
 

・
九
七
二
人
。

以
上
の
よ
う
に
井
坂
皮
田
部
落
は
、
近
世
初
頭
以
来
二
○
○
石
近

く
の
所
持
高
を
有
し
、
独
立
村
的
性
格
を
も
っ
た
、
か
な
り
の
家
数

・
人
数
を
擁
す
る
地
区
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
土
地
所
持
に
関
し
て
、

分
散
的
で
は
な
く
、
屋
敷
地
に
近
い
と
こ
ろ
に
集
中
し
て
持
っ
て
い

（
、
）

た
こ
と
、
そ
の
等
級
に
お
い
て
け
っ
し
て
他
の
農
村
と
比
べ
て
も
不

利
な
状
況
に
あ
っ
た
と
は
い
え
な
い
こ
と
な
ど
が
特
記
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

井
坂
皮
田
部
落
の
起
源
を
考
察
す
る
た
め
の
重
要
な
古
文
書
は
、

仙
雑
賀
一
向
一
摸
関
係
史
料
と
②
同
寺
の
由
緒
記
の
類
い
で
あ
る

「
蓮
乗
寺
代
々
記
」
と
に
大
別
で
き
る
。

Ⅲ
雑
賀
一
向
一
摸
関
係
史
料
の
検
討

こ
の
史
料
は
、
ま
た
凶
巻
物
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
お
よ
び
井

上
鋭
夫
。
向
一
摸
の
研
究
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
）
に

収
め
ら
れ
た
も
の
と
⑧
写
し
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
の
二
つ
に

類
別
さ
れ
ろ
。

今
度
、
大
田
在
所
之
内
志
之
同
行
、
抽
而
被
顕
忠
勲
之
故
、
早
と

属
本
意
事
、
誠
無
類
心
中
可
謂
仏
法
再
興
、
弥
馳
走
肝
要
侯
、
さ

た
め
て
私
の
存
分
等
可
在
之
候
へ
と
も
、
何
事
も
此
瑚
之
儀
者

聖
人
へ
た
い
し
奉
り
、
報
謝
之
思
を
は
け
ミ
、
一
味
同
心
に
申

合
、
国
堅
固
ニ
侯
ハ
、
、
可
為
快
然
侯
、
将
又
安
心
之
事
不
珍
候

へ
と
も
、
雑
行
雑
修
を
す
て
凶
、
一
念
に
弥
陀
如
来
後
生
た
す

け
絵
へ
と
申
人
一
天
、
皆
悉
往
生
す
へ
き
事
不
可
有
疑
候
、
此
上

に
ハ
仏
恩
報
尽
の
た
め
に
、
昼
夜
朝
暮
に
ハ
念
仏
申
さ
れ
侯
へ
く

侯
、
此
通
幾
度
も
ノ
ー
各
談
合
候
て
、
法
義
由
断
あ
る
ま
し
く

侯
、
尚
刑
部
卿
法
眼
可
申
候
也
、
穴
賢
と
、

（
天
正
五
年
）

正
月
廿
四
日

顕
如
（
花
押
）

紀
州大
田
退
衆
中
へ

〔
巻
物
３
〕

回

御
和
談
之
儀
、
就
相
究
、
様
躰
為
可
被
仰
聞
、
先
度
被
参
侯
年
寄

衆
、
不
残
早
速
可
被
参
由
被
仰
付
、
兵
・
竜
、
，
昨
日
錐
御
差
下

侯
、
重
而
此
仁
被
遣
候
、
過
急
之
事
侯
条
、
此
使
者
下
着
次
第

一
一
、
急
可
被
罷
上
侯
、
以
外
御
急
之
儀
候
間
、
乍
造
作
夜
路
に
て

候
共
、
不
移
時
曰
可
被
参
侯
、
少
も
延
引
候
て
ハ
無
其
詮
候
、
此

等
之
趣
へ
堅
可
申
下
之
由
、
懇
被
仰
出
侯
、
則
被
排
御
印
判
候
、

二
井
坂
皮
田
部
落
内
の
蓮
乗
寺

所
蔵
文
書
の
史
料
批
判

こ
の
伽
の
史
料
は
、
巻
物
収
録
（
雑
賀
一
向
一
摸
関
係
に
限
る
）

が
三
点
、
井
上
著
書
所
収
が
一
一
一
点
か
ら
な
る
が
、
そ
の
う
ち
一
点
は

両
者
共
に
重
な
っ
て
い
る
の
で
、
内
容
の
異
な
る
史
料
は
合
わ
せ
て

五
点
で
あ
る
。
論
の
展
開
上
、
す
べ
て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る

の
で
Ｉ
ま
た
当
然
、
雑
賀
一
向
一
侯
関
係
史
料
と
し
て
も
貴
重
な

（
皿
）

も
の
な
の
で
ｌ
、
以
下
に
全
文
を
掲
載
す
る
。

〔
巻
物
１
〕

（
包
紙
）

「紀州醐鮭幟仲へ顕如」
従
夫
年
、
信
長
可
有
表
裏
と
令
覚
悟
之
条
、
今
更
不
驚
候
、
然

共
、
各
依
由
断
、
当
寺
あ
い
か
▲
へ
か
た
く
候
、
一
流
破
滅
此
節

二
相
極
侯
、
委
細
申
含
両
人
一
一
さ
し
下
侯
、
有
志
衆
ハ
一
味
同
心

に
申
合
、
急
度
馳
走
候
者
、
可
為
仏
法
輿
隆
侯
、
舟
手
之
儀
肝
要

侯
、
無
由
断
調
談
専
一
侯
、
い
そ
ぎ
候
間
不
能
詳
候
、
猶
相
含
両

人
候
也
、
あ
な
か
し
こ
ノ
ー
、

（
天
正
四
年
）

卯
［
月
十
八
曰

顕
如
（
花
押
）

紀
州
坊
主
衆
へ

門
徒
中
へ

〔
巻
物
２
〕

（
端
書
）

「
大
田
退
衆
中
へ
顕
如
」

謹
言
、（
天
正
七
年
）

十
一
一
月
三
曰

〔
井
上
著
書
１
〕

｜鳳剛一

急
度
被
仰
遣
侯
、
随
而
御
番
衆
鉄
炮
百
丁
、
早
々
可
被
上
置
候
、

毎
度
如
申
侯
、
筒
を
ハ
各
持
侯
て
、
可
被
参
侯
、
此
方
御
堅
固
御

座
侯
、
不
可
有
気
遣
候
、
佃
被
排
御
印
判
候
、
謹
言
、

五
月
四
日

刑
部
卿
法
橋

頼
廉
（
花
押
）

上
野
法
眼

正
秀
（
花
押
）

常
楽
寺
証
賢
（
花
押
）

紀
州
惣
御
門
徒
衆
中

常
楽
寺

証
賢
（
花
押
）

顕
証
寺

証
淳
（
花
押
）

教
行
寺

証
誓
（
花
押
）

慈
敬
寺

証
智
（
花
押
）

雑
賀年
寄
衆
中

１
１
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（
吃
）

こ
れ
ら
は
す
べ
て
一
向
一
摸
エ
ニ
時
の
真
筆
で
あ
っ
て
、
井
上
鋭
夫

（
過
〕

の
み
な
ら
ず
渡
辺
広
米
ロ
、
そ
の
点
は
認
め
て
い
る
。

問
題
は
、
こ
の
古
文
書
が
も
と
も
と
蓮
乗
寺
の
も
の
で
あ
っ
た
か

ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
井
上
は
次
の
よ
う

に
い
う
。「
古
文
書
は
各
種
の
事
情
で
移
動
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
祖
先
の
勲
功
を
語
る
宗
主
御
書
・
御
印
書
な
ど
が
、
紀
州
坊

主
衆
を
代
表
す
る
有
力
寺
院
の
手
か
ら
、
未
解
放
部
落
の
寺
院
へ

売
買
・
譲
渡
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
差
別
が
近
世
ほ
ど
で
な
か
っ

た
に
し
て
も
、
常
識
的
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に

蓮
乗
寺
で
は
こ
れ
ら
の
文
書
の
写
し
が
近
世
に
作
製
せ
ら
れ
て
お

り
、
こ
の
写
し
に
は
原
本
の
見
え
な
い
消
息
も
記
さ
れ
て
い
る
の

で
（
こ
の
う
ち
川
崎
了
玄
宛
の
も
の
は
偽
作
ら
し
い
が
）
、
江
戸
時
代

に
は
こ
れ
を
上
廻
ろ
古
文
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
た
と
見
て
差
支
え

〔
井
上
著
書
２
〕

被
成
下
御
印
書
、
謹
而
拝
見
、
黍
存
候
、
価
鉄
放
五
百
挺
可
有

馳
参
之
旨
、
被
仰
出
候
、
無
由
断
得
其
意
候
、
此
等
之
趣
、
可

然
之
様
御
披
露
所
仰
候
、
恐
惇
謹
言
、

正
月
十
五
日
（
紫
印
）

常
楽
寺
臘
關
門
川
剛

刑
部
卿
法
眼
御
房

善
正
代
ノ
事
…
…
老
父
ユ
ヅ
リ
ノ
ホ
カ
ニ
、
田
皇
諸
跡
モ
ト
メ
ソ

ェ
富
貴
ニ
シ
テ
下
人
三
十
人
卜
云
々
、
ソ
ノ
コ
ロ
根
来
寺
繁
昌
ノ

殉
ナ
リ
、
ソ
ノ
節
ホ
ソ
ノ
チ
ン
、
ア
ラ
カ
ハ
チ
ン
ア
リ
、
田
中

カ
ウ
ザ
キ
ド
ノ
ソ
ノ
ホ
カ
名
主
フ
カ
イ
リ
ウ
シ
ロ
マ
キ
イ
リ
ミ
ダ

ル
ル
時
、
助
九
郎
テ
ガ
ラ
ヒ
ル
イ
ナ
シ
。
依
之
犬
神
筋
ノ
畑
壱
町

余
高
ノ
ゾ
キ
ー
ー
タ
マ
ハ
リ
、
在
名
川
崎
助
九
郎
ニ
タ
マ
ハ
ル
ト
、

カ
ゥ
ザ
キ
ド
ノ
ソ
ノ
ホ
カ
田
中
ノ
庄
名
主
ノ
連
判
ノ
御
書
ク
ダ
サ

レ
ソ
ロ
ナ
リ
。
年
ヲ
ヘ
テ
ノ
チ
善
正
大
酒
ニ
ョ
リ
テ
、
田
中
上
野

前
ヤ
ナ
ギ
鴫
ニ
テ
享
禄
四
年
（
一
五
三
一
）
卯
ノ
霜
月
十
日
二
往

生
セ
シ
ム
。
人
コ
ロ
シ
タ
ル
ト
モ
イ
フ
。
ソ
ノ
ト
キ
後
住
芳
名
イ

ワ
歳
五
歳
一
子
ナ
リ
。
田
畑
ハ
根
来
寺
エ
ト
リ
ア
ゲ
ラ
レ
』
と
あ

る
。
だ
が
、
助
九
郎
は
、
寛
延
四
年
二
七
五
一
）
未
十
月
の
『
慶

長
六
年
七
月
廿
一
一
一
日
御
検
地
帳
写
田
中
組
井
坂
ノ
内
皮

田
村
』
に
よ
る
と
、
『
慶
長
検
地
帳
』
の
名
請
人
で
あ
り
、
所
持

地
を
集
計
す
る
と
一
町
一
畝
一
歩
、
茶
一
五
○
目
と
な
る
。
『
御

検
地
帳
写
』
の
慶
長
六
年
の
欄
と
寛
延
四
年
の
欄
を
く
ら
べ
る

と
、
助
九
郎
が
蓮
乗
寺
の
住
職
の
祖
先
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

助
九
郎
が
享
様
四
年
（
一
五
三
一
）
に
死
亡
し
た
と
す
る
と
『
慶

長
検
地
帳
』
に
須
前
が
出
て
く
る
こ
と
は
理
解
で
き
な
い
。
同
名

異
人
と
考
え
れ
ば
話
は
別
だ
が
、
『
蓮
乗
寺
代
々
記
』
に
は
同
名

異
人
は
み
え
な
い
。
と
う
考
え
て
く
る
と
『
俗
名
助
九
郎
法
名
善

正
代
ノ
事
一
御
本
尊
ノ
ソ
ミ
ア
ケ
ラ
レ
御
裏
二
実
如
上
人
様

…
…
 

ノ
御
自
筆
ノ
御
念
比
ナ
ル
御
書
御
判
永
正
三
年
（
一
五
○
六
）
霜

月
廿
八
曰
一
一
御
免
ア
ソ
バ
サ
レ
ク
ダ
サ
レ
ソ
ロ
ナ
リ
。
御
本
尊
ノ

御
裏
一
一
御
自
筆
ノ
御
書
御
判
大
切
ナ
ル
マ
レ
ナ
ル
オ
ン
コ
ト
ナ

リ
』
と
い
う
記
事
も
疑
問
が
も
た
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
蓮
乗

寺
文
書
』
は
、
果
た
し
て
こ
の
寺
院
の
過
去
を
物
語
る
も
の
で
あ

る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
鰻

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
渡
辺
は
、
戦
国
時
代
前
期
に
死
ん
だ
住
職
の

助
九
郎
の
名
前
が
慶
長
六
年
二
六
○
一
）
の
検
地
帳
に
も
見
え
る

こ
と
を
最
大
の
根
拠
と
し
、
後
に
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
「
蓮
乗
寺

代
々
記
」
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
先
に
紹
介
し

た
雑
賀
一
向
一
侯
関
係
史
料
が
「
他
の
地
域
の
も
の
が
ま
ぎ
れ
こ
ん

だ
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
」
と
結
論
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
渡
辺
の
論
断
に
対
し
て
、
石
尾
芳
久
は
現
地
調
査
を
し
て
、

古
文
書
を
確
か
め
る
と
と
も
に
、
蓮
乗
寺
現
住
職
よ
り
同
寺
は
代
々

俗
名
助
九
郎
を
名
乗
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
を
聞
き
取
っ
た
う
え
、

そ
の
よ
う
な
事
例
が
泉
南
の
部
落
寺
院
に
も
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら

か
に
し
た
。
つ
ま
り
戦
国
時
代
前
期
に
死
亡
し
た
助
九
郎
と
慶
長
六

年
の
検
地
帳
に
出
て
く
る
助
九
郎
は
同
一
人
物
で
は
な
く
、
別
人

（
初
代
助
九
郎
の
子
孫
）
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
の

（
Ⅳ
）
’
 

で
あ
る
。

こ
の
石
尾
の
主
張
に
対
し
て
、
渡
辺
は
次
の
よ
う
に
反
批
判
を
加

え
る
。

な
い
。
ま
た
御
印
書
に
は
花
押
に
疑
念
を
挿
む
余
地
の
あ
る
も
の

も
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
天
正
年
間
の
御
印
書
で
あ
る
点
は
認
め

ね
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
文
書
は
、
蓮
乗
寺
の

祖
先
（
川
崎
了
玄
）
に
あ
て
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
雑
賀
衆
と

し
て
実
際
に
鉄
炮
隊
を
率
い
て
上
坂
し
た
も
の
が
了
玄
で
あ
り
、

彼
の
手
を
通
じ
て
雑
賀
惣
中
へ
書
状
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
え

（
Ｍ
）
 

ろ
】

こ
れ
に
対
し
て
渡
辺
は
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

「
井
上
鋭
夫
の
。
向
一
摸
の
研
究
』
の
な
か
に
、
那
賀
郡
の

あ
る
部
落
（
年
号
を
書
き
替
え
た
部
落
で
は
な
い
）
の
史
料
が
引
用
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
史
料
は
確
か
に
ま
ち
が
い
の
な
い
史
料
だ
と
思

う
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
そ
の
寺
院
の
伝
承
は
、
他
の
史
料
と
つ

き
あ
わ
せ
る
と
、
信
用
で
き
な
い
か
ら
、
他
の
地
域
の
も
の
が
ま

ぎ
れ
こ
ん
だ
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
戦
国
時
代
の
前
期
に

死
ん
だ
開
祖
の
名
前
が
、
慶
長
六
年
（
一
六
○
一
）
の
検
地
帳
に

み
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
み
て
、
そ
の
史
料
か

ら
、
地
域
の
皮
田
部
落
の
こ
と
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
雑
賀
一
摸
の
史
料
と
し
て
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
ま
ち
が
い
の
な
い
史
料
で
あ
る
か
ら
、
十
分
利
用
で
き

（
巧
）

ろ
が
座

さ
ら
に
注
に
お
い
て
、
そ
の
根
拠
を
補
足
し
て
い
る
。

「
と
こ
ろ
で
、
『
蓮
乗
寺
代
々
記
』
に
は
『
俗
名
助
九
郎
法
名



ろ
。
こ
こ
に
こ
そ
論
理
の
飛
躍
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
向
一
侯

当
時
の
確
実
な
史
料
で
あ
る
雑
賀
一
摸
関
係
文
書
自
体
の
考
察
に
よ

っ
て
、
外
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
な
の
か
、
も
と
も
と
同
寺
の
も
の

で
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
以
下
、
私
は
、
こ
れ
ら
の
史
料
の
分
析
に
基
づ
い
て
、
こ

れ
ら
が
蓮
乗
寺
に
も
と
も
と
あ
っ
た
と
考
え
た
方
が
よ
り
合
理
的
で

自
然
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
そ

の
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
の
内
容
を
検
討
し
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

〔
巻
物
１
〕
と
の
文
書
は
、
本
願
寺
第
十
一
世
顕
如
の
紀
州
坊
主
衆

・
・
門
徒
中
宛
書
状
で
あ
る
。
「
顕
如
上
人
文
案
」
と
も
完
全
に
一
致

蚊す闘聖年記はないが、織田信長と対決した石山戦争時の天
の
正
四
年
（
’
五
七
六
）
の
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、
敵

錘である信長に去年より表裏のふるまいがあったが、覚悟し
釈
て
い
た
か
ら
今
更
驚
か
な
い
、
し
か
し
油
断
す
れ
ば
石
山
本
願
寺
を

る
か
か
え
る
こ
と
は
難
し
く
、
一
流
の
破
滅
は
こ
の
時
に
極
ま
る
、
き

けお
っ
と
尽
力
し
て
く
れ
れ
ば
仏
法
は
興
隆
す
る
で
あ
ろ
う
、
船
手
の
こ

こ
，

訓
と
が
肝
要
で
、
油
断
な
く
調
談
を
専
一
に
す
る
よ
う
に
、
詳
し
く
は

鵬
使
い
の
両
人
に
申
し
含
め
て
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

胴
は
、
と
く
に
「
船
手
之
儀
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ

紀
る
。

皿
〔
巻
物
２
〕
と
の
文
書
は
、
顕
如
の
紀
州
大
田
退
衆
中
宛
書
状
で
あ

6０ 

「
石
尾
氏
は
『
当
寺
（
蓮
乗
寺
）
が
本
来
助
九
郎
道
場
と
い
わ

れ
、
代
々
助
九
郎
と
名
乗
っ
て
き
た
』
と
い
う
伝
承
を
肯
定
さ

れ
る
が
、
『
蓮
乗
寺
代
々
記
』
に
は
助
九
郎
は
一
人
し
か
み
え
な

い
。
石
尾
氏
は
、
伝
聞
証
拠
を
採
用
さ
れ
る
の
か
Ｐ
な
お
二
世
代

は
約
三
○
年
で
あ
る
か
ら
、
助
九
郎
は
慶
長
検
地
当
時
の
人
と
考

え
ざ
る
を
え
な
い
。
ち
な
み
に
、
慶
長
検
地
帳
の
助
九
郎
の
屋
敷

（
烟
〕

は
、
蓮
乗
寺
の
屋
敷
で
あ
る
】

渡
辺
は
、
こ
こ
で
は
伝
聞
証
拠
を
否
定
す
る
の
み
で
、
助
九
郎
と

い
う
名
前
の
問
題
に
関
し
て
別
に
新
た
な
事
実
を
付
け
加
え
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
私
は
、
伝
承
を
そ
う
簡
単
に
否
定
す
べ
き
で
は
な

く
、
当
時
の
社
会
状
況
を
ふ
ま
え
て
他
の
確
実
な
文
献
史
料
と
も
つ

き
あ
わ
せ
、
総
合
的
に
判
断
し
た
う
え
で
、
結
論
を
出
す
べ
き
だ
と

考
え
る
。
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
代
々
同
じ
名
前
を
名
乗
る

襲
名
の
慣
行
は
か
な
り
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
の
鈴
木
孫
市

（
雑
賀
孫
市
）
も
父
子
二
代
に
わ
た
っ
て
同
名
を
名
乗
っ
て
い
る
。

し
か
も
、
父
孫
市
は
、
通
称
を
左
大
夫
、
庄
大
夫
、
源
左
衛
門
と
い

い
み
な

い
、
韓
を
重
幸
（
行
）
、
重
朝
、
重
秀
と
い
う
。
そ
の
子
孫
市
は
、

重
次
、
重
意
、
重
秀
、
持
秀
と
も
名
乗
り
、
通
称
は
孫
市
郎
あ
る
い

（
四
）

は
源
三
郎
で
あ
っ
た
と
い
う
。

実
は
、
蓮
乗
寺
住
職
は
、
初
代
が
西
善
、
一
一
代
が
西
願
で
、
三
代

目
善
正
が
初
代
助
九
郎
で
あ
っ
た
。
そ
の
子
の
四
代
了
善
は
、
幼
名

岩
で
、
の
ち
俗
名
助
大
夫
を
名
乗
っ
た
。
慶
長
六
年
の
時
点
は
、
彼

＃ 

（
幻
）

（
配
）

る
。
こ
れ
』
〔
）
年
記
が
な
い
が
、
井
上
鋭
夫
を
は
じ
め
、
「
打
田
町
史
』

『
和
歌
山
市
議
霜
歌
山
県
蕊
で
は
す
べ
て
天
正
五
年
（
一
五

七
七
）
と
推
定
し
て
い
る
。
井
上
は
、
次
の
よ
う
に
考
証
し
て
い

ヲ
①
。

「
信
長
が
雑
賀
を
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
天
正
四
年
五
日
幻
『
就
雑

賀
成
敗
、
不
曰
立
色
、
可
抽
忠
節
之
由
』
（
「
太
田
文
書
」
織
田
信
長

書
状
）
を
、
太
田
源
三
大
夫
が
ま
ず
信
長
に
申
し
出
て
い
る
・
顕

如
は
『
於
門
下
之
輩
者
、
拡
万
事
雑
賀
へ
罷
越
、
一
味
同
心
可
成

其
働
事
、
尤
有
難
次
第
侯
。
仏
法
之
安
危
此
節
候
』
（
「
顕
如
上
人
文

案
」
）
と
紀
州
一
一
一
ヵ
郷
門
徒
中
へ
申
下
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
一
一
力
郷

と
は
、
雑
賀
庄
の
北
に
接
す
る
宮
郷
・
中
川
郷
・
南
郷
の
一
一
一
組
の

こ
と
で
、
こ
の
一
一
一
組
を
支
配
す
る
も
の
が
、
宮
郷
の
太
田
に
城
を

構
え
る
太
田
源
一
一
一
大
夫
・
太
田
兵
衛
佐
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

『
紀
州
雑
賀
内
一
一
一
絨
之
者
井
根
来
寺
杉
之
房
、
御
身
方
ノ
色
を
立

申
』
（
『
信
長
公
記
』
）
と
あ
る
よ
う
に
、
一
一
一
力
郷
惣
中
は
根
来
寺
と

通
じ
て
信
長
に
応
じ
、
顕
如
が
正
月
『
大
田
在
所
之
内
志
之
同
行

抽
而
被
顕
忠
懲
之
故
、
早
々
属
本
意
』
（
「
蓮
乗
寺
文
書
」
）
と
『
大

田
退
衆
中
』
を
激
励
し
て
い
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
っ
た
〕

こ
れ
に
対
し
て
石
尾
芳
久
は
、
こ
の
文
書
は
天
正
十
四
年
二
五

八
六
）
の
も
の
と
推
定
す
る
。
そ
の
論
拠
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
す
な
わ
ち
井
上
氏
の
考
証
に
よ
れ
ば
、
紀
州
大
田
退
衆
中
宛

の
顕
如
の
文
書
は
ニ
ー
ー
ヵ
郷
惣
中
が
根
来
寺
と
通
じ
て
信
長
に
内

の
在
世
中
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
の
俗
名
助
九
郎
が
慶
長
検
地
帳
に

記
さ
れ
た
も
の
と
考
え
て
も
け
っ
し
て
不
思
議
で
は
な
い
。
の
ち
に

検
討
す
る
「
蓮
乗
寺
代
々
記
」
に
よ
れ
ば
、
初
代
助
九
郎
は
、
田
中

庄
の
名
主
が
入
り
乱
れ
た
と
き
手
柄
が
あ
っ
て
畑
一
町
歩
余
り
を
高

除
き
に
賜
る
と
と
も
に
、
在
名
川
崎
助
九
郎
の
名
前
を
貰
っ
た
と
あ

っ
て
、
同
名
が
住
職
家
に
と
っ
て
由
緒
あ
る
大
事
な
名
前
で
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
く
り
か
え
し
に
な
っ
て
恐
縮
で
あ
る

が
、
鈴
木
孫
一
が
同
じ
名
前
を
襲
名
す
る
と
と
も
に
、
他
に
も
名
前

を
有
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
ろ
と
、
助
大
夫
の
、
も
う
一
つ
の
俗
名

が
助
九
郎
で
あ
っ
た
と
考
え
て
も
、
別
に
飛
躍
は
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
ま
た
、
の
ち
に
検
討
を
加
え
る
よ
う
に
、
「
蓮
乗
寺
代
々

記
」
は
江
戸
初
期
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
に

書
こ
う
と
し
た
姿
勢
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
執
筆
者
了

恵
の
父
が
了
善
（
助
大
夫
）
だ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
父
の
俗
名
が

助
九
郎
で
あ
る
の
に
間
違
っ
て
助
大
夫
と
書
く
と
い
う
こ
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。
二
つ
の
俗
名
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ

る
。し
か
し
、
渡
辺
説
の
最
も
大
き
な
問
題
点
は
、
右
の
と
こ
ろ
に
あ

る
の
で
は
な
く
、
「
蓮
乗
寺
代
々
記
」
（
私
の
類
別
に
よ
る
②
の
史

料
）
や
伝
承
に
疑
問
が
あ
る
か
ら
、
雑
賀
一
向
一
侯
関
係
史
料
（
私

の
類
別
に
よ
る
ｕ
の
側
の
史
料
）
は
「
他
地
域
の
も
の
が
ま
ぎ
れ
こ

ん
だ
も
の
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
」
と
い
う
論
理
の
運
び
方
に
あ
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状
に
は
、
雑
賀
衆
に
味
方
し
て
共
に
信
長
と
闘
う
べ
き
で
あ
る
と
い

っ
た
趣
旨
の
文
言
が
入
っ
て
い
な
い
。
井
上
も
引
用
し
て
い
ろ
、
天

正
四
年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
五
月
一
一
十
三
曰
付
の
紀
州
一
一
一
ケ
郷
宛
顕

如
書
状
に
は
、
「
拠
萬
事
雑
賀
へ
罷
越
、
一
味
同
心
可
成
其
働
事
尤

難
有
次
第
憐
判
と
あ
り
、
明
ら
か
に
信
長
と
の
戦
闘
を
呼
び
か
け
て

い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
書
状
に
は
、
「
雑
行
雑
修
を
す
て
と

云
々
と
い
う
文
言
も
入
っ
て
い
な
い
。
末
尾
の
文
章
は
、
「
返
々
其

表
の
馳
走
肝
要
候
也
」
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
「
雑
行
雑
修
を
す
て
き
」
と
い
う
よ
う
な
文
言
は
、
天
正
八

年
（
一
五
八
○
）
三
月
の
勅
命
講
和
以
降
に
、
な
お
抗
戦
を
続
け
よ

う
と
す
る
民
衆
門
徒
の
動
き
を
封
圧
す
る
た
め
に
顕
如
に
よ
っ
て
使

わ
れ
始
め
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
天
正
八
年
の
も
の
と

推
定
さ
れ
て
い
る
四
月
十
五
曰
付
の
越
中
国
坊
主
衆
中
・
門
徒
衆
中

宛
顕
如
書
状
に
は
、
。
曰
も
片
時
も
い
そ
き
ノ
ー
雑
行
雑
修
を
す

て
凶
、
一
心
に
弥
陀
仏
を
た
の
ミ
申
侯
人
ヒ
ハ
、
必
極
楽
に
往
生
す
へ

（
”
）
 

き
事
、
ゆ
め
ノ
ー
疑
あ
る
ま
し
く
侯
」
と
あ
り
、
ま
た
、
同
年
の
も

の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
五
月
二
十
四
日
付
の
坊
主
衆
中
・
門
徒
衆
中

宛
顕
如
書
状
に
も
、
「
も
ろ
ノ
ー
の
雑
行
雑
善
を
な
け
す
て
▲
、
一

（
一
一
心
）

心
一
向
に
弥
陀
如
来
を
た
の
、
ミ
ま
い
ら
せ
て
、
ふ
た
こ
▲
ろ
な
く
信（犯
）

し
た
て
ま
つ
れ
ハ
、
必
と
極
楽
に
往
生
す
へ
き
事
、
不
可
有
疑
候
」

と
あ
る
。
な
お
、
「
顕
如
上
人
文
案
巻
下
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る

「
加
賀
越
前
門
徒
二
出
サ
レ
タ
ル
分
」
の
十
一
通
の
う
ち
八
通
に

応
し
た
の
で
、
こ
れ
を
粛
清
す
る
た
め
に
大
田
在
所
の
者
共
に
あ

て
た
と
考
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
故
に
右
の
文
書
の

曰
付
の
正
月
を
天
正
五
年
の
正
月
と
認
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
井
上
氏
の
よ
う
に
断
定
す
る
に
は
余
り
に
も
多
く

の
問
題
を
こ
の
文
書
は
含
ん
で
い
る
。
大
田
退
衆
中
宛
の
顕
如
の

文
書
は
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
（
文
書
略
）

井
上
氏
は
、
右
述
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
を
激
励
の
文
と
解
釈
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
文
に
は
武
器
を
も
っ
て
戦
う
べ
き

で
あ
る
と
い
っ
た
趣
旨
の
事
柄
は
少
し
も
な
く
、
雑
行
雑
修
を
捨

て
て
ひ
た
す
ら
に
念
仏
す
べ
き
こ
と
を
さ
と
し
、
そ
れ
が
仏
法
再

興
の
基
と
な
る
こ
と
を
さ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
ｐ
こ
れ
を
も
っ

て
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
文
書
を
武
器
を
と
っ
て
戦
う
べ
き
こ
と
を

主
張
し
た
天
正
五
年
と
い
っ
た
時
期
の
顕
如
の
消
息
と
し
て
認
定

す
る
こ
と
は
、
著
し
く
困
難
と
な
る
。
大
田
退
衆
中
へ
の
「
退

衆
』
と
い
う
言
葉
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
和
歌
山

市
史
』
第
四
巻
『
史
料
解
説
』
一
三
一
一
○
頁
に
は
大
田
城
水
攻
の

終
末
に
つ
い
て
『
四
月
十
二
日
、
城
中
よ
り
詑
言
が
あ
り
、
秀
吉

は
主
魁
の
首
若
干
を
差
出
す
こ
と
を
条
件
に
、
篭
城
衆
の
助
命
を

約
束
し
た
（
五
八
三
’
五
八
五
号
）
。
同
二
十
一
一
曰
、
城
衆
中
の
主
た

る
も
の
五
十
余
人
が
自
害
し
、
女
子
供
は
そ
の
曰
の
う
ち
に
残
る

も
の
も
一
一
十
三
曰
に
す
べ
て
退
城
が
許
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
退
城

衆
に
は
二
十
日
間
の
食
糧
が
与
え
ら
れ
、
す
き
Ｃ
く
わ
．
な
く
．

「
雑
行
雑
修
を
す
て
ご
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

は
他
の
三
通
も
含
め
て
懇
志
に
対
す
る
礼
状
で
あ
っ
て
、
信
長
と
の

（
”
）
 

戦
闘
を
呼
び
か
け
た
も
の
は
皆
無
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
「
大
田
退
衆
」
と
い
う
宛
名
に
つ
い
て
み
て
も
、
も
し

こ
の
書
状
を
天
正
五
年
の
も
の
と
考
え
ろ
と
、
次
の
二
点
に
お
い
て

不
都
合
が
生
じ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
「
退
衆
」
の
意
味
が
わ
か
ら
な

く
な
る
。
「
大
田
在
所
之
内
志
之
同
行
」
が
な
ぜ
「
大
田
退
衆
」
な

の
か
、
判
然
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
井
上
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は

ま
っ
た
く
不
問
に
付
し
て
い
る
。

第
二
に
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
こ
の
文
書
と
日
付
も
同
じ
で
、
文

章
も
酷
似
し
て
い
る
紀
州
三
ヶ
郷
門
徒
中
宛
の
顕
如
書
状
文
案
が
残

さ
れ
て
い
る
が
、
「
大
田
在
所
之
内
志
之
同
行
」
も
三
ヶ
郷
門
徒
中

に
含
ま
れ
て
い
る
の
に
（
一
一
一
ヶ
郷
と
は
宮
郷
・
中
川
郷
・
南
郷
の
三

組
の
こ
と
で
、
太
田
は
宮
郷
に
含
ま
れ
て
い
た
）
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
別

々
に
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
ま
・
そ
の
他
家
財
・
牛
馬
を
持
出
す
こ
と
が
許
さ
れ
た
（
五
八

一
一
一
・
五
八
七
号
）
。
秀
吉
の
水
攻
は
、
篭
城
衆
を
し
て
、
地
侍
と
し
て

死
を
選
ぶ
か
、
す
き
・
く
わ
を
手
に
し
て
帰
農
す
る
か
の
決
断
を

選
択
さ
せ
る
、
い
わ
ば
兵
農
分
離
を
地
で
ゆ
く
巧
妙
な
作
戦
だ
っ

た
と
い
え
る
。
首
を
差
出
し
た
五
十
余
人
（
諸
書
に
よ
っ
て
数
字

が
違
う
が
、
フ
ロ
イ
ス
の
五
十
三
人
と
い
う
の
が
最
も
正
確
で
あ

ろ
う
）
は
氏
名
も
充
分
明
ら
か
で
な
い
が
、
彼
ら
は
地
侍
と
し
て

の
身
分
と
誇
り
を
死
の
代
償
を
も
っ
て
あ
が
な
っ
た
人
た
ち
で
あ

る
』
と
あ
る
。
顕
如
よ
り
の
『
大
田
退
衆
中
』
へ
の
文
書
の
「
大

田
退
衆
』
は
、
右
の
退
城
衆
を
意
味
す
る
、
と
考
察
す
べ
き
で
あ

る
。
恐
ら
く
全
員
死
を
決
意
し
て
大
田
城
の
籠
城
衆
と
な
っ
た
最

後
の
一
向
一
摸
を
戦
っ
た
人
々
に
対
し
、
顕
如
は
教
団
維
持
の
立

場
か
ら
誇
を
す
て
て
転
向
す
る
こ
と
ｌ
退
城
衆
と
な
る
こ
と

を
、
何
等
か
の
方
法
で
ｌ
篭
城
衆
の
一
員
で
も
あ
っ
た
川
崎
蓮

乗
寺
了
玄
へ
の
連
絡
を
通
し
て
、
そ
の
工
作
を
す
す
め
て
い
た
の

で
あ
り
、
そ
れ
は
『
土
民
百
姓
住
居
之
地
』
た
る
大
田
城
の
攻
略

に
余
り
時
間
を
か
け
る
こ
と
に
よ
り
面
目
を
失
す
る
恐
れ
の
あ
っ

た
秀
吉
の
権
力
関
心
と
合
致
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、

か
く
し
て
『
大
田
退
衆
中
こ
の
顕
如
の
文
書
は
、
了
玄
に
し
た

が
っ
て
退
城
し
、
蓮
乗
寺
の
周
囲
に
集
居
し
た
人
々
に
対
す
る
最

〔
溺
）

終
的
な
説
得
の
文
書
で
あ
る
、
と
老
》
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
』

確
か
に
石
尾
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
「
大
田
退
衆
中
」
宛
書

紀
州
三
ヶ
郷
門
徒
中
宛
文
案

今
度
依
各
忠
節
早
々
属
本
意
事
、
誠
可
謂
佛
法
再
興
、
彌
馳
走
此

時
候
、
た
と
ひ
わ
た
く
し
の
遺
恨
等
在
之
と
も
、
萬
端
此
た
び
之

儀
者
、
聖
人
へ
た
い
し
奉
り
、
報
謝
之
思
を
は
げ
み
、
一
味
同
心

に
申
合
、
國
之
儀
堅
固
に
候
は
冨
可
爲
本
懐
侯
、
就
其
一
念
も
ろ

ノ
ー
の
雑
行
雑
修
の
心
を
ふ
り
す
て
凶
、
彌
陀
如
來
後
生
た
す
け

田
渕
翌

ｉ
爺
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ろ
。
年
代
は
不
詳
で
あ
る
。
こ
の
文
書
と
内
容
が
同
一
の
も
の
が
紀

（
弱
）

伊
の
円
明
寺
文
書
に
入
っ
て
い
る
。
た
だ
し
日
付
が
五
月
八
日
と
な

っ
て
い
る
点
と
、
「
花
押
」
で
は
な
く
「
判
」
に
な
っ
て
い
る
点
と

が
違
っ
て
い
る
。

〔
井
上
著
書
２
〕
こ
の
文
書
は
、
紀
州
雑
賀
か
ら
の
石
山
本
願
寺
方

の
常
楽
寺
証
賢
・
下
問
刑
部
卿
頼
廉
に
あ
て
た
書
状
で
あ
る
。
年
代

は
不
詳
○
本
願
寺
よ
り
の
鉄
砲
催
促
状
（
五
○
○
挺
納
入
）
に
対
す

る
も
の
で
、
承
知
し
た
旨
、
返
答
し
て
い
る
。

以
上
が
、
そ
の
主
な
内
容
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
雑
賀
一
摸
を
考

察
す
る
う
え
で
重
要
な
古
文
書
類
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ

ろ
で
あ
ろ
う
。

伽
次
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
が
蓮
乗
寺
に
も
と
も
と
所
蔵
さ
れ
て
い
た

卿
と
考
え
ら
れ
る
理
由
を
列
挙
し
て
み
よ
う
・

噺
第
一
に
、
す
で
に
井
上
鋭
夫
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
祖
先
の

親
勲
功
を
語
る
宗
主
御
書
・
御
印
書
な
ど
が
、
近
世
以
前
に
お
い
て
、

る
紀
州
坊
主
衆
を
代
表
す
る
有
力
寺
院
か
ら
部
落
寺
院
一
へ
売
買
・
譲
渡

ナ籾
さ
れ
る
こ
と
は
、
，
常
識
的
に
は
考
え
が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ細
井
上
は
、
こ
の
点
し
か
述
べ
て
い
な
い
が
（
石
尾
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の

鵬
文
書
が
同
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
き
た
と
考
え
る
方
が
よ
り
自
然
で
あ
る

鯛
と
い
う
理
由
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
、
そ
れ
だ

紀
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
私
見
を
付
け
加
え
る
。

閲
第
二
に
、
蓮
乗
寺
が
古
い
由
緒
を
も
つ
浄
土
真
宗
の
寺
院
で
お
っ

こ
の
文
書
を
、
石
尾
の
推
定
す
る
よ
う
に
天
正
十
四
年
二
五
八

六
）
の
も
の
と
考
え
る
と
、
第
一
に
「
大
田
退
衆
」
の
意
味
が
鮮
明

に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
太
田
退
城
衆
を
指
す
と
す
る
石
尾
の

指
摘
が
、
よ
り
合
理
的
で
あ
る
。
当
時
の
本
願
寺
方
の
記
録
に
は
、

「
志
衆
」
「
下
衆
」
「
講
衆
」
「
番
衆
」
「
長
衆
」
「
京
衆
」
「
国
衆
」

（
弧
）

「
寺
衆
」
「
案
内
衆
」
「
足
軽
衆
」
「
近
所
衆
」
な
ど
と
、
さ
ま
ざ
ま（鍋
）

な
使
い
方
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
在
城
鍋
》
）
「
入
城
衆
」

（
型
）

と
い
う
一
言
い
方
も
見
ら
れ
る
。
「
責
衆
」
と
い
う
用
語
も
見
ら
れ
る

の
で
、
退
城
衆
の
こ
と
を
「
退
衆
」
と
表
現
し
た
と
考
え
て
も
、
そ

れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

第
一
一
に
、
同
種
の
文
書
が
三
ヶ
郷
と
大
田
退
衆
中
と
に
別
々
に
出

さ
れ
て
い
る
理
由
が
わ
か
り
や
す
い
。
つ
ま
り
太
田
城
に
篭
っ
て
退

城
し
た
一
一
一
ヶ
郷
の
人
々
と
、
そ
れ
以
外
の
地
域
の
者
も
含
め
て
太
田

城
か
ら
退
城
し
た
人
々
と
に
宛
て
書
き
送
っ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
ろ

た
主
へ
と
、
申
さ
む
人
は
、
必
々
極
樂
の
往
生
は
一
定
に
て
あ
る

べ
く
候
、
此
あ
り
が
た
さ
に
は
、
行
住
座
臥
に
念
佛
申
さ
れ
侯
べ

く
侯
、
佛
恩
報
壷
の
つ
と
め
に
な
る
べ
く
候
、
何
事
も
今
生
は
一

旦
の
事
に
候
へ
ぱ
、
能
々
心
得
ら
れ
侯
て
法
儀
た
し
な
ま
れ
侯
べ

く
侯
、
猶
刑
部
卿
法
眼
可
申
候
也
、
穴
賢
穴
賢
、

正
月
廿
四
曰

顯
如
御
判

（
釦
）

紀
州
一
二
ヶ
郷
門
徒
中
へ

の
で
」
あ
る
。

以
上
の
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
大
田
退
衆
宛
顕
如
書
状

は
、
少
な
く
と
も
天
正
八
年
三
月
以
降
の
．
も
の
、
お
そ
ら
く
天
正
十

三
年
四
月
の
太
田
城
陥
落
時
以
降
の
も
の
（
そ
の
場
合
、
天
正
十
四

年
一
月
）
と
推
定
す
る
方
が
、
天
正
五
年
と
推
定
す
る
よ
り
は
よ
り

合
理
的
で
あ
る
。

〔
巻
物
３
〕
こ
の
文
書
は
、
石
山
戦
争
時
に
お
け
る
本
願
寺
方
指
導

部
を
な
し
て
い
た
慈
敬
寺
証
智
・
教
行
寺
証
誓
・
顕
証
寺
証
淳
・
常

楽
寺
証
賢
の
、
雑
賀
年
寄
衆
中
宛
連
署
書
状
で
あ
る
。
こ
れ
も
年
記

は
な
い
が
、
天
正
七
年
二
五
七
九
）
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
内
容

は
、
信
長
と
の
和
談
に
つ
い
て
ど
う
す
る
か
を
決
定
し
た
い
の
で
、

前
に
上
山
し
た
雑
賀
年
寄
衆
全
員
が
本
山
ま
で
来
て
ほ
し
い
、
昨

曰
、
下
問
頬
龍
ら
一
一
人
の
者
を
使
わ
し
た
が
、
重
ね
て
「
此
仁
」
を

使
わ
し
た
の
で
、
「
此
使
者
」
が
下
着
次
第
、
急
い
で
上
山
す
る
よ

う
に
、
夜
道
で
あ
っ
て
も
時
日
を
移
さ
ず
来
て
ほ
し
い
、
と
い
う
も

の
で
あ
る
。
勅
命
講
和
を
受
諾
す
る
か
ど
う
か
の
最
も
重
大
議
題
に

つ
い
て
、
本
願
寺
指
導
部
は
、
石
山
戦
争
の
戦
闘
の
面
に
お
い
て
最

も
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
き
た
雑
賀
衆
の
意
見
を
聞
こ
う
と
し
た

も
の
で
、
相
当
、
緊
迫
し
た
事
態
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
そ
の
文

言
か
ら
う
か
が
え
る
。

〔
井
上
著
書
１
〕
こ
の
文
書
は
、
常
楽
寺
証
賢
・
上
野
法
眼
正
秀
・

刑
部
卿
法
橋
頼
廉
連
署
の
紀
州
惣
門
徒
衆
中
宛
の
鉄
砲
催
促
状
で
ぁ

て
、
こ
の
よ
う
な
貴
重
な
文
書
を
残
し
う
る
可
能
性
を
十
分
に
も
っ

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
同
寺
に
は
、
永
正
三
年
（
一
五
○
六
）
の
実

如
裏
書
の
あ
る
「
方
便
法
身
尊
像
」
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
裏

書
を
示
せ
ば
、
こ
う
で
あ
る
。

な
お
、
渡
辺
は
、
前
に
引
用
し
た
よ
う
に
、
「
蓮
乗
寺
代
々
記
」

に
「
俗
名
助
九
郎
法
名
善
正
代
ノ
事
一
御
本
尊
ノ
ソ
ミ
ア
ケ
ラ
レ

御
裏
一
一
、
実
如
上
人
様
ノ
御
自
筆
ノ
御
書
御
判
大
切
ナ
ル
マ
レ
ナ
ル

オ
ン
コ
ト
ナ
リ
」
と
い
う
「
記
事
も
疑
問
が
も
た
れ
ろ
」
と
否
定
的

に
見
て
い
た
が
、
実
際
、
現
物
が
蓮
乗
寺
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
っ
て
、
渡
辺
の
こ
の
判
断
が
誤
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。

第
三
に
、
蓮
乗
寺
が
雑
賀
一
向
一
摸
関
係
史
料
を
残
し
う
る
立
地

上
の
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
山
蓮
乗
寺
の
立
地

す
る
井
坂
部
落
の
西
隣
り
の
那
賀
郡
岡
田
村
に
も
有
力
雑
賀
党
員
が

大
谷
本
願
寺
釈
実
如
（
花
押
）

永
正
三
年
丙
寅
十
一
月
廿
八
曰

富
田
光
照
寺
門
徒

方
便
法
身
尊
像

田
中
庄

（
苑
）

願
主
釈
篝
亘
正



6６ 

四
鉄
砲
催
促
状
等
、
鉄
砲
に
関
す
る
文
書
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
き
、
鉄
砲
の
製
造
で
著
名
な
根
来
寺
の
近
く
に
蓮
乗
寺

が
立
地
し
て
い
た
こ
と
は
、
興
味
深
い
。
現
在
の
研
究
で
は
、
雑
賀

鉄
砲
衆
が
使
用
し
た
鉄
砲
が
ど
こ
で
製
造
さ
れ
た
か
、
あ
る
い
は
ど

こ
か
ら
入
手
し
た
か
は
、
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、

雑
賀
衆
と
根
来
衆
が
信
長
お
よ
び
秀
吉
に
対
し
て
共
同
歩
調
を
と
っ

て
闘
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
根
来
衆
か
ら
鉄
砲
を
購
入
し
て
い
た
可

能
性
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
近
在
の
蓮
乗
寺
住

職
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
、
立
地
上
の
位
置

に
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。

立
以
上
四
点
を
考
慮
す
る
と
、
蓮
乗
寺
は
雑
賀
関
係
文
書
を
所
蔵
し

成
う
ろ
立
地
上
の
位
置
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

の
第
四
に
、
こ
れ
ら
の
文
書
の
内
容
と
、
当
地
に
残
さ
れ
て
い
る
石

珊山合戦に関する伝承とが大筋において照応していることで
狼
あ
る
。
井
上
鋭
夫
が
聞
き
取
っ
た
伝
承
と
は
、
こ
う
で
あ
る
。
「
紀

る
伊
国
那
賀
郡
の
紀
ノ
川
中
流
域
、
つ
ま
り
根
来
寺
の
周
辺
に
『
雑
賀

ナ轍
五
ヶ
御
坊
』
と
呼
ば
れ
る
門
徒
寺
が
あ
り
、
こ
れ
が
鉄
砲
隊
を
率
い

こ
（
㈹
〕

訓
て
石
山
合
戦
に
活
躍
し
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
ろ
」
。
，
な
お
、
井
上
は
、

鵬
別
の
箇
所
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ろ
。
「
雑
賀
五
ケ
御
坊
は
い

鯛
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
未
解
放
部
落
で
あ
る
が
、
そ
の
筆
頭
で
あ
る
川

紀
崎
蓮
乗
寺
に
は
、
顕
如
書
状
を
は
じ
め
、
多
く
の
本
願
寺
か
ら
の
書

，
（
似
）

町
状
が
伝
存
さ
れ
て
い
た
」
「
五
ヶ
御
坊
の
伝
説
は
一
応
信
頼
し
う
る

存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
同
村
の
西
岡
家
に
つ
い
て
、
次
の
よ

う
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。
「
天
正
年
中
子
孫
左
衛
門
太
郎
資
村
と
い

ふ
者
、
鈴
木
重
幸
に
属
す
、
其
後
根
来
の
一
乱
に
泉
州
千
石
堀
に
於

て
戦
死
す
、
其
子
を
弥
三
郎
資
勝
と
い
ふ
、
所
領
に
放
れ
て
農
民
と

（
説
）

な
る
、
子
孫
代
々
当
村
に
住
す
」

鈴
木
重
幸
と
は
、
雑
賀
孫
市
の
こ
と
で
あ
り
、
千
石
堀
城
の
闘
い

は
、
天
正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
三
月
の
秀
吉
の
紀
州
攻
め
に
抵
抗

し
た
泉
南
地
域
で
の
一
侯
を
さ
す
。
こ
の
よ
う
に
隣
村
岡
田
村
に
有

（
犯
）

力
雑
賀
党
員
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
蓮
乗
寺
住
職
お
よ
び
そ
の
信

者
集
団
が
雑
賀
一
侯
に
関
係
を
有
し
、
か
つ
、
そ
の
関
係
文
書
を
同

寺
が
残
し
て
い
て
も
、
け
っ
し
て
不
自
然
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ

て
い
ろ
。

②
先
に
検
討
し
た
〔
巻
物
２
〕
の
大
田
退
衆
宛
文
書
が
、
天
正
十

四
年
の
も
の
と
す
れ
ば
、
三
ヶ
郷
の
中
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
井

坂
地
区
の
蓮
乗
寺
に
残
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
自
然
で
あ
る
。
前
述
の

よ
う
に
、
同
種
の
文
書
が
同
じ
日
付
で
「
紀
州
三
ヶ
郷
」
宛
に
発
せ

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
か
り
に
同
文
書
が
、
従
来
の
解
釈
の
よ

う
に
天
正
五
年
の
も
の
と
し
て
も
、
太
田
党
そ
の
も
の
に
あ
て
た
文

書
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
太
田
党
に
一
定
の
か
か
わ
り
の
あ
る
人
物

で
な
い
と
、
こ
の
文
書
は
受
け
取
れ
な
い
。
つ
ま
り
雑
賀
年
寄
衆
は

受
け
取
れ
な
い
し
、
雑
賀
地
域
居
住
の
雑
賀
党
員
も
受
け
取
り
に
く

い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
、
雑
賀
党
と
太
田
党
は
、
対
立
関

係
に
あ
り
、
太
田
党
が
信
長
に
通
じ
た
の
で
、
顕
如
が
あ
わ
て
て
雑

賀
衆
に
味
方
し
て
共
に
信
長
と
戦
え
と
呼
び
か
け
た
の
が
、
他
な
ら

ぬ
こ
の
文
書
だ
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
完
全
な
太
田
党
関
係
者
で
あ

れ
ば
、
同
様
の
理
由
で
〔
巻
物
３
〕
や
〔
井
上
著
書
２
〕
の
よ
う
な

雑
賀
関
係
文
書
を
所
蔵
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の

よ
う
に
太
田
党
と
雑
賀
党
と
の
両
者
に
か
か
わ
る
文
書
を
残
し
う
る

の
は
、
太
田
地
域
や
雑
賀
地
域
で
な
い
と
こ
ろ
の
紀
州
有
力
坊
主
衆

で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
両
地
域
に
属
さ
な
い
で
、
か
つ
、
両
地

域
に
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
蓮
乗
寺
の
住
職
家
が

所
蔵
す
る
と
い
う
の
も
、
け
っ
し
て
不
自
然
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

⑧
〔
井
上
著
書
１
お
よ
び
２
〕
の
文
書
は
、
い
ず
れ
も
鉄
砲
に
関

係
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
○
○
挺
な
い
し
は
五
○
○
挺
も
、

石
山
本
願
寺
に
運
搬
す
る
の
は
陸
送
の
場
合
、
重
量
の
点
で
、
ま
た

安
全
の
点
で
か
な
り
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
水
運
で
あ

れ
ば
、
そ
の
困
難
は
相
当
解
消
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
蓮
乗
寺
の
立

地
す
る
井
坂
は
、
紀
ノ
川
の
側
で
、
近
く
に
井
坂
の
渡
し
が
あ
っ
て
、

水
運
に
は
便
利
な
場
所
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
蓮
乗
寺
代
々
記
」

に
よ
れ
ば
住
職
一
家
が
廻
船
業
に
も
従
事
し
て
い
た
と
み
ら
れ
、
か

つ
、
井
坂
部
落
の
人
々
の
中
に
一
九
一
三
年
に
井
坂
の
渡
し
の
船
株

（
”
）
 

を
持
っ
て
い
た
人
が
い
た
と
い
う
証
一
一
一
百
も
あ
る
。
も
し
、
鉄
砲
の
運

送
に
船
運
を
利
用
し
た
と
す
れ
ば
、
蓮
乗
寺
住
職
家
は
、
何
か
と
好

都
合
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
⑫
）
 

性
質
の
ふ
い
）
の
な
の
で
あ
る
」
。

こ
れ
に
対
し
て
、
渡
辺
広
は
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。
「
根
来

寺
周
辺
に
、
ど
う
し
て
『
雑
賀
五
ケ
御
坊
』
が
あ
る
の
か
。
地
理
を

超
越
し
た
話
で
あ
る
。
な
お
、
井
上
は
、
『
雑
賀
五
ケ
御
坊
は
い
ず

れ
も
、
い
わ
ゆ
る
未
解
放
部
落
の
寺
院
で
あ
る
』
と
い
わ
れ
る
。
し

か
し
、
根
来
寺
付
近
に
は
三
か
所
し
か
未
解
放
部
落
は
な
い
。
近
世

初
期
の
家
数
は
、
わ
ず
か
二
八
（
「
牢
番
頭
所
蔵
文
書
」
）
・
’
九
・

六
（
と
も
に
慶
長
検
地
帳
）
で
あ
る
。
こ
の
家
数
で
は
、
御
坊
は
と

う
て
い
建
て
ら
れ
な
い
。
な
お
、
慶
長
検
地
帳
に
は
、
御
坊
は
お
る

（
網
）

か
道
場
す
ら
記
載
さ
れ
て
い
な
い
」
し
」
。

ま
ず
、
囚
「
地
理
を
超
越
し
た
話
」
で
あ
る
か
ど
う
か
を
検
討
し

て
み
よ
う
。
確
か
に
雑
賀
荘
は
、
紀
ノ
川
河
口
の
雑
賀
崎
を
中
心
と

す
る
地
域
（
現
和
歌
山
市
中
心
部
）
を
指
し
て
い
る
が
、
雑
賀
衆

は
、
雑
賀
荘
の
み
な
ら
ず
中
郷
・
十
ヶ
郷
・
三
上
（
南
）
郷
・
社
家

（
宮
）
郷
の
五
つ
の
荘
郷
の
地
縁
的
結
合
体
で
あ
っ
て
、
ほ
ぼ
現
在

の
和
歌
山
市
全
域
と
海
南
市
の
北
部
を
含
む
広
範
な
地
域
を
勢
力
範

〔
“
）

囲
と
し
て
い
た
の
で
←
の
る
。
蓮
乗
寺
は
、
中
郷
の
和
佐
か
ら
わ
ず
か

一
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
十
ヶ
郷
の
楠
見
か
ら
一
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の

位
置
に
あ
り
、
か
つ
、
紀
ノ
川
の
水
系
に
よ
っ
て
容
易
に
結
ば
れ
う

る
地
点
に
あ
っ
た
。
ま
た
先
述
の
よ
う
に
、
西
隣
り
の
岡
田
村
に
は

有
力
雑
賀
党
員
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
根
来
寺
周
辺
に
「
雑

賀
五
ヶ
御
坊
」
が
あ
っ
た
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
「
地
理
を
超
越



の
伝
承
そ
の
も
の
を
全
的
に
否
定
し
て
し
ま
う
根
拠
は
何
も
な
い
と

い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
大
事
な
こ
と
は
、
根
来
寺
周
辺
、
紀
ノ
川

中
流
域
の
、
三
、
四
の
真
宗
道
場
（
の
ち
す
べ
て
部
落
寺
院
と
な

る
）
が
あ
り
、
こ
れ
が
鉄
砲
隊
を
率
い
て
石
山
合
戦
に
活
躍
し
た
と

伝
え
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
と
く
に
、
そ
の
門
徒
寺
の
一
つ
で
あ

る
蓮
乗
寺
住
職
が
鉄
砲
隊
を
率
い
て
石
山
合
戦
に
活
躍
し
た
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
同
寺
に
残
さ
れ
た
、
先
に
検
討

を
加
え
た
雑
賀
関
係
文
書
（
お
よ
び
後
に
検
討
す
る
「
写
し
と
し
て

伝
え
ら
れ
た
文
書
」
）
の
内
容
に
照
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

上
記
の
四
つ
の
理
由
か
ら
、
こ
れ
ら
雑
賀
一
摸
関
係
文
書
は
、
も

と
も
と
蓮
乗
寺
の
所
蔵
に
な
る
も
の
と
考
え
る
方
が
、
「
他
の
地
域

蚊
の
も
の
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ
も
の
」
と
考
え
る
よ
り
は
、
は
る
か
に
自

薊
然
で
、
よ
り
合
理
的
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
・

刑
た
だ
、
最
後
に
一
点
の
み
疑
問
が
残
る
の
で
、
そ
の
こ
と
に
つ
い

佃
て
検
討
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
〔
巻
物
３
〕
の
宛
先

ろ
が
「
雑
賀
年
寄
衆
中
」
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
蓮
乗

ナ紐
寺
住
職
は
、
雑
賀
孫
一
・
狐
嶋
左
衛
門
大
夫
・
松
江
源
三
大
夫
・
岡

と訓
太
郎
次
郎
・
湊
平
大
夫
な
ど
の
雑
賀
年
寄
衆
で
は
な
い
の
に
、
な
ぜ

鵬
と
の
書
状
を
持
っ
て
い
た
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
・
後
に
検
討
す

綱
ろ
雑
賀
一
向
一
侯
関
係
史
料
の
写
し
と
し
て
同
寺
に
伝
え
ら
れ
た
も

紀
の
（
〔
写
皿
〕
）
に
よ
れ
ば
、
同
寺
住
職
が
「
石
山
篭
城
」
を
し
て
い

開
た
こ
と
が
う
か
が
え
ろ
。
〔
巻
物
３
〕
は
、
既
述
の
よ
う
に
勅
命
講

銘
し
た
話
」
と
し
て
切
り
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
「
五
ヶ
御

坊
」
を
雑
賀
衆
全
体
に
と
っ
て
の
最
も
中
心
的
な
五
つ
の
寺
院
と
い

う
ふ
う
に
解
釈
を
す
れ
ば
確
か
に
史
実
に
合
わ
な
い
が
、
こ
れ
を
根

来
寺
周
辺
に
お
け
る
雑
賀
党
員
の
五
つ
の
寺
院
と
い
う
よ
う
に
読
め

ば
、
け
っ
し
て
「
地
理
を
超
越
し
た
話
」
と
は
言
え
な
く
な
る
。

②
「
根
来
寺
付
近
に
は
三
か
所
し
か
未
解
放
部
落
は
な
い
」
と
い

う
指
摘
に
つ
い
て
検
討
を
す
る
と
、
根
来
寺
を
円
心
と
し
て
井
坂
地

区
の
蓮
乗
寺
ま
で
の
距
離
（
四
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
余
）
を
半
径
と
し
て

同
心
円
を
描
く
と
、
そ
の
中
に
被
差
別
部
落
は
一
四
地
区
含
ま
れ

．
（
妬
）

ろ
。
け
っ
し
て
一
二
地
区
で
は
な
い
。
こ
れ
を
比
較
的
規
模
の
大
き
い

古
い
部
落
に
限
定
す
れ
ば
お
そ
ら
く
三
地
区
に
な
る
と
考
え
る
が
、

そ
の
場
合
は
、
渡
辺
は
き
っ
ち
り
限
定
的
に
記
述
す
べ
き
で
あ
る

》
っ
。》
③
近
世
初
期
の
一
一
一
部
落
の
家
数
の
こ
と
で
あ
る
が
、
一
九
と
あ

る
の
が
井
坂
部
落
の
軒
数
を
指
し
て
い
ろ
。
慶
長
六
年
の
検
地
帳

（
写
）
に
は
、
屋
敷
の
筆
数
と
し
て
一
九
筆
記
さ
れ
て
い
る
。
同
一

人
が
二
筆
所
持
し
て
い
る
の
で
、
実
際
に
は
一
八
軒
で
あ
る
。
し
か

し
、
第
一
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
屋
敷
持
ち
だ
け

の
軒
数
で
あ
っ
て
、
検
地
帳
に
は
実
際
井
坂
皮
田
村
の
住
民
五
五
人

の
名
請
人
が
記
さ
れ
て
い
る
（
他
に
「
西
い
さ
か
」
の
肩
書
を
有
す

る
者
が
一
九
人
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
人
々
を
も
井

坂
部
落
の
先
祖
の
人
々
と
み
な
す
べ
き
か
ど
う
か
は
今
の
と
こ
ろ
判

次
に
佃
雑
賀
一
向
一
侯
関
係
史
料
の
う
ち
、
写
し
と
し
て
伝
え
ら

（
印
）

れ
た
も
の
つ
い
て
検
討
す
る
。
全
部
で
一
一
一
点
で
あ
る
。
そ
の
濤
つ
ち

〔
写
１
〕
は
〔
巻
物
１
〕
の
「
包
紙
」
に
記
さ
れ
た
部
分
が
欠
落
し

和
を
受
け
入
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
重
大
事
項
を
決
定
す
る
た
め
に

雑
賀
年
寄
衆
に
直
ち
に
上
山
し
て
ほ
し
い
旨
書
き
記
し
た
本
願
寺
指

導
部
か
ら
の
書
状
で
あ
る
。
文
中
に
、
前
日
に
下
問
頼
龍
ら
二
人
の

使
者
を
送
っ
た
が
、
今
回
、
重
ね
て
「
此
仁
」
を
派
遣
し
た
の
で
、

「
此
使
者
」
が
到
着
次
第
、
急
い
で
上
山
す
る
よ
う
に
と
あ
る
・

「
此
仁
」
「
此
使
者
」
が
、
雑
賀
年
寄
衆
に
こ
の
書
状
を
見
せ
た
の

ち
、
自
分
の
手
許
に
こ
の
書
状
を
残
し
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

他
な
ら
ぬ
「
此
仁
」
「
此
使
者
」
が
、
当
時
本
山
に
篭
城
し
て
い
た

蓮
乗
寺
住
職
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
願
寺
指
導
部

は
、
緊
迫
し
た
情
勢
の
下
で
、
石
山
戦
争
に
お
い
て
最
も
重
要
な
位

置
を
占
め
て
い
た
雑
賀
年
寄
衆
の
意
見
を
聴
取
す
る
た
め
、
そ
の
上

山
を
促
し
た
の
で
あ
る
が
、
事
態
が
切
迫
し
て
い
た
だ
け
に
先
に
送

っ
た
二
人
の
使
者
だ
け
で
は
不
安
が
あ
っ
た
の
で
、
雑
賀
衆
の
有
力

者
で
、
よ
く
事
情
に
通
じ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
蓮
乗
寺
住
職
を
重
ね

て
使
者
と
し
て
派
遣
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
経
緯
で
、
「
此

仁
」
「
此
使
者
」
で
あ
っ
た
蓮
乗
寺
住
職
の
手
許
に
、
こ
の
貴
重
な

書
状
が
残
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す

れ
ば
、
先
程
の
疑
問
は
氷
解
す
る
の
で
あ
る
。

然
と
し
な
い
の
で
保
留
し
て
お
く
）
。
し
た
が
っ
て
、
井
坂
部
落
の

近
世
初
期
の
家
数
を
一
九
軒
と
記
す
の
は
不
当
で
あ
る
。

四
「
御
坊
」
の
解
釈
に
つ
い
て
。
浄
土
真
宗
の
場
合
、
御
坊
と
言

え
ば
、
古
い
由
緒
を
も
っ
た
大
寺
院
を
意
味
す
る
よ
う
で
あ
る
（
た

と
え
ば
吉
崎
御
坊
、
金
沢
御
坊
、
鷺
の
森
御
坊
）
が
、
民
衆
門
徒
に

と
っ
て
は
、
旦
那
寺
や
道
場
を
御
坊
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
と
考
え

（
妬
）

章
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
伝
承
の
常
と
し
て
お
そ
ら
く
誇
張
し
て
、
道

場
の
こ
と
を
御
坊
と
し
て
伝
え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。

ち
な
み
に
、
井
坂
部
落
の
近
隣
の
二
部
落
（
い
ず
れ
も
打
田
町
）

の
う
ち
、
Ｈ
地
区
に
は
浄
土
真
宗
西
本
願
寺
派
の
浄
願
寺
が
存
在

し
、
同
寺
に
は
そ
の
開
基
の
古
さ
を
裏
づ
け
る
阿
弥
陀
立
像
一
幅
が

（
⑪
）
 

伝
蔵
さ
れ
て
い
る
。
室
町
時
代
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
Ｋ
地

区
の
真
宗
西
本
願
寺
派
光
円
寺
は
開
基
年
代
未
詳
で
は
あ
る
が
、
中

世
の
古
城
趾
の
中
に
立
地
し
て
お
り
、
現
在
も
残
っ
て
い
る
石
垣
の

（
網
）

内
側
に
建
っ
て
い
ろ
。
現
在
の
地
名
は
、
古
城
跡
で
あ
る
。

蓮
乗
寺
よ
り
東
へ
一
○
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
行
っ
た
と
こ
ろ
、
那

賀
町
Ｋ
地
区
に
建
っ
て
い
る
真
宗
西
本
願
寺
派
の
光
明
寺
は
、
永
正

四
年
（
一
五
○
七
）
三
月
一
一
十
五
日
付
の
実
如
裏
書
の
あ
る
方
便
法

（
棚
〕

身
画
像
を
所
蔵
し
て
い
る
。

以
上
の
検
討
に
よ
り
、
「
五
ケ
御
坊
」
と
い
う
の
は
、
や
や
オ
ー

バ
ー
な
表
現
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
三
、
四
の
道
場
と
も
言
う
べ

き
実
態
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
に
せ
よ
、
渡
辺
広
の
よ
う
に
、
こ
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て
い
る
の
み
で
、
他
は
ま
っ
た
く
同
一
文
で
あ
る
。
〔
写
２
〕
は
、

〔
巻
物
２
〕
の
「
端
書
」
の
部
分
が
欠
け
て
い
る
の
み
で
、
他
は
ま

っ
た
く
同
文
で
あ
る
。

〔
写
７
〕
は
、
〔
井
上
著
書
１
〕
の
文
章
と
ほ
ぼ
同
一
で
、
曰
付
、

差
出
人
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
「
遣
」
が
「
遺
」
に
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
が
一
一
カ
所
、
「
各
持
候
て
、
可
被
参
侯
」
が
「
各
披
見
可
参

侯
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
一
カ
所
、
あ
わ
せ
て
三
カ
所
の
み
に

違
い
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
だ
し
、
宛
先
が
、
「
紀
州
惣
御
門
衆

（
異
筆
）

中
」
が
「
紀
州
川
崎
御
門
徒
惣
中
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
作
為

の
あ
と
が
み
ら
れ
ろ
。
つ
ま
り
「
川
崎
」
が
異
筆
で
挿
入
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
川
崎
」
は
、
「
川
崎
村
」
（
井
坂
部
落
は
、

元
、
そ
の
よ
う
に
称
さ
れ
て
い
た
）
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

〔
写
８
〕
は
、
〔
井
上
著
書
２
〕
と
ほ
ぼ
同
一
文
で
、
日
付
、
差

出
人
、
宛
先
す
べ
て
同
じ
で
あ
る
。
文
中
、
「
此
等
」
が
「
此
」
に
、

「
可
然
之
様
」
が
「
可
然
候
」
に
、
「
仰
候
」
が
「
以
候
」
に
、
「
雑

嘉
」
の
判
が
「
雑
賀
」
に
な
っ
て
い
る
点
が
違
う
だ
け
で
あ
る
。

〔
写
９
〕
は
、
〔
巻
物
３
〕
と
同
じ
も
の
で
、
「
不
残
」
が
「
不

浅
」
に
、
「
証
賢
」
が
「
証
堅
」
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
だ
け
が
異

な
っ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
〔
写
〕
の
五
点
は
、
〔
巻
物
〕
や
〔
井
上
著
書
〕

に
み
ら
れ
る
真
筆
の
古
文
書
を
書
写
し
た
も
の
で
、
若
干
の
誤
字
が

み
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
〔
写
７
〕
に
み
ら
れ
る
宛
名

〔
写
５
〕

切
と
一
一
成
御
連
書
写

各
頂
戴
可
被
申
侯
、
依
而
近
年
信
長
当
寺
二
対
し
種
と
非
と
之
題

目
申
掛
候
与
い
へ
共
、
御
定
法
も
及
ハ
而
候
程
之
処
ハ
庇
間
切
レ

有
）
依
而
御
不
和
一
一
成
行
候
様
躰
紙
面
一
一
難
悉
候
、
就
中
年
来
之

御
失
つ
い
之
儀
、
第
一
兵
糧
玉
薬
以
下
御
用
意
御
難
渋
此
節
二
侯

〔
写
４
〕

錐
不
有
僧
侶
之
本
意
、
年
来
信
長
当
山
一
一
悪
を
結
ひ
、
闘
課
無
止

時
、
発
大
軍
度
と
及
合
戦
之
間
、
悲
歎
無
限
侯
、
依
各
粉
骨
砕
身

之
防
戦
、
莫
大
之
功
一
一
よ
り
、
今
日
迄
無
差
当
寺
相
抱
候
事
、
且

者
仏
祖
之
遺
念
、
且
者
又
同
志
門
葉
之
忠
節
与
、
感
悦
不
斜
侯
、

雑
然
末
世
濁
乱
与
者
乍
申
、
眼
前
修
羅
之
街
一
一
存
命
候
事
、
前
世

之
業
因
子
ヵ
不
幸
不
可
過
之
侯
、
早
浮
生
之
遁
苦
界
安
養
之
往
生

を
待
斗
―
―
侯
、
穴
か
し
と
ノ
ー

（
貼
紙
）

百日同脚Ⅲ［ロロ］
顕
如
（
花
押
）

（
異
筆
）

川
崎
了
玄

（
異
藻
）

川
崎
了
玄井門
徒
中

に
「
川
崎
」
を
異
筆
で
書
き
込
ん
で
い
ろ
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
こ

に
明
ら
か
に
作
為
の
あ
と
が
み
ら
れ
、
「
異
筆
」
の
部
分
を
書
き
加

え
た
人
物
の
、
一
定
の
意
図
、
つ
ま
り
こ
れ
ら
〔
写
〕
の
文
書
が

「
川
崎
」
、
換
言
す
れ
ば
蓮
乗
寺
住
職
に
あ
て
て
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
確
に
し
よ
う
と
い
う
意
図
が
は
た
ら
い
て
い
る
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
こ
の
点
は
十
分
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

、
、
、
、
、

が
、
逆
に
、
こ
の
「
異
筆
」
の
部
分
を
削
除
す
れ
ば
、
最
初
に
書
写

、
、
、
、
、

し
た
人
物
は
、
真
筆
を
か
な
り
忠
実
に
写
し
取
ろ
う
と
し
て
い
た
こ

と
が
う
か
が
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
写
し
は
写
し
で
あ
っ
て
、

一
級
史
料
た
り
え
な
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、

以
下
、
紹
介
す
る
写
し
の
内
容
を
す
べ
て
信
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
の
は
、
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。

条
、
一
紙
半
銭
一
一
よ
ら
す
懇
志
を
励
ま
さ
れ
侯
ハ
、
、
難
有
可
被

思
召
侯
、
如
是
之
儀
二
付
、
御
書
を
被
成
侯
事
、
仰
候
得
共
恐
有

事
二
候
欺
偏
二
仏
法
再
興
之
思
ひ
を
な
し
、
寸
志
之
御
馳
走
可
有

事
肝
要
ニ
侯
、
為
其
端
之
坊
被
差
下
侯
、
相
心
得
可
申
由
被
仰
出

候
、
謹
言
、

十
月
七
曰

刑
部
卿
法
橋

頼
廉
（
花
押
）

上
野
法
眼

正
秀
（
花
押
）

（
異
篭
）

紀
州川
崎
了
玄

（
異
筆
）

御
門
徒
惣
中
へ

〔
写
３
〕

感
状
之
事

今
曰
之
防
戦
不
顧
身
命
抜
群
之
働
感
恩
処
也
、
乍
去
一
宗
破
滅
を

悲
而
巳
、
必
不
可
殺
害
を
好
、
偏
一
一
仏
祖
之
仰
冥
助
、
信
心
賢

固
之
上
、
報
謝
之
称
名
無
念
、
一
味
同
心
之
輩
申
合
防
戦
肝
要
候

也
、
穴
賢
と

（
五
）

天
正
丁
丑

三
月
三
曰

顕
如
（
花
押
）

〔
写
６
〕

錐
不
始
今
侯
、
今
度
之
防
戦
宗
旨
之
存
亡
此
時
候
、
然
一
一
其
方
格

別
之
軍
功
、
支
大
敵
暫
時
令
安
堵
事
、
天
晴
之
働
感
思
処
也
、
弥

無
油
断
仏
恩
一
一
報
謝
之
思
６
、
一
宗
再
興
之
忠
勤
可
相
励
も
の

也
、
あ
な
か
し
と
ノ
ー
、

（
六
力
）

天
正
十
一
年

顕
如
（
花
押
）

寅
正
月

（
異
筆
）

紀
州
川
崎
了
玄



7２ 

こ
れ
ら
の
〔
写
〕
の
す
べ
て
の
宛
先
の
箇
所
に
、
「
異
筆
」
で

「
川
崎
了
玄
」
な
い
し
は
「
川
崎
了
玄
坊
」
（
Ⅱ
蓮
乗
寺
住
職
の
名

前
）
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
を
削
除
し
て
、
諸
文
書
の

内
容
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
写
３
〕
は
、
「
天
正
丁
丑
」
の
年
号
が
入
っ
て
お
り
、
西
暦
一

五
七
七
年
の
史
料
の
写
し
で
あ
ろ
う
。
顕
如
よ
り
の
感
状
で
あ
る
。

伽
〔
写
４
〕
は
、
年
記
は
な
く
、
曰
付
も
貼
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
も

鋤
の
で
あ
る
。
石
山
戦
争
時
に
お
け
る
顕
如
の
心
境
を
書
き
記
し
た
書

螂
状
で
あ
る
。

皮
〔
写
５
〕
も
年
不
詳
で
あ
る
。
本
願
寺
坊
官
下
問
頼
龍
・
下
問
正

る
秀
連
署
書
状
で
、
信
長
と
の
対
戦
に
向
け
て
懇
志
上
納
を
催
促
し
た

けお
も
の
で
あ
る
。

乙訓
〔
写
６
〕
は
、
天
正
十
一
年
寅
正
月
と
記
さ
れ
て
；
い
る
が
、
石
山

鵬
戦
争
（
一
五
七
○
’
八
○
）
時
の
寅
年
は
天
正
六
年
（
一
五
七
八
）

綱
し
か
な
い
か
ら
、
お
そ
ら
く
天
正
六
年
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
や
は
り

紀
顕
如
の
感
状
で
あ
る
。

門
〔
写
、
〕
は
、
紀
州
の
門
徒
衆
が
鉄
砲
一
○
○
挺
、
玉
薬
五
○
○

； 

画
・

依
（
マ
マ
）

（
奇
特
力
）

為
過
急
防
戦
、
鉄
抱
百
挺
玉
薬
五
百
斤
鎧
胄
十
具
被
調
進
寄
持
之

室
神
妙
二
被
思
召
候
、
価
被
排
御
印
判
候
也
、

正
月
十
八
日

刑
部
卿
法
橋

頼
廉
（
花
押
）

上
野
法
眼

正
秀
（
花
押
）

紀
州（
異
筆
）

川
崎
了
玄

〔
写
ｕ
〕

画石
山
御
退
去
之
後
暫
錐
安
堵
住
、
又
と
信
長
起
逆
意
、
近
と
発
軍

馬
之
聞
無
其
隠
、
旧
来
同
志
之
僧
俗
、
悲
歎
之
余
防
戦
之
企
夫
と

運
懇
志
之
処
、
其
方
格
別
之
抽
志
、
兵
糧
米
三
拾
石
判
金
七
拾
枚

（
奇
特
力
）

令
調
進
寄
持
之
至
神
妙
二
被
思
食
候
、
依
被
排
御
印
判
候
者
也
、

五
月
廿
八
曰

刑
部
卿
法
橋

頼
廉
（
花
押
）

上
野
法
眼

正
秀
（
花
押
）

（
異
筆
）

川
崎
了
玄

〔
写
蛆
〕

（
異
筆
）

右
者
石
山
江
献
上
也

上
野
法
眼

正
秀
（
花
押
）

紀
州（
異
筆
）

川
崎
了
玄
一
房

斤
、
鎧
胄
十
具
を
献
上
し
た
こ
と
へ
の
、
本
願
寺
坊
官
か
ら
の
礼
状

で
あ
る
。
年
記
は
な
い
。

〔
写
ｕ
〕
は
、
年
記
は
な
い
が
、
天
正
八
年
三
月
の
勅
命
講
和
後

の
も
の
で
、
か
つ
、
天
正
十
年
六
月
の
信
長
死
去
以
前
の
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
天
正
八
、
九
、
十
年
の
い
ず
れ
か
の
年
の
五
月

二
十
八
曰
付
の
も
の
に
な
る
が
、
文
中
に
「
又
と
信
長
起
逆
意
」
云

々
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
正
十
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
ろ
。
同
年
六

月
三
日
に
は
、
織
田
軍
の
先
鋒
が
紀
州
の
鷺
森
御
坊
に
至
っ
て
い
ろ

（
副
）

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
兵
糧
米
三
○
石
、
判
金
七
○
枚
の
献
納
に

対
す
る
、
本
願
寺
坊
官
か
ら
の
礼
状
で
あ
る
。

〔
写
⑫
〕
は
、
二
つ
の
史
料
か
ら
な
る
も
の
で
、
初
め
の
も
の

は
、
拝
領
物
等
の
一
覧
で
あ
る
。
「
石
山
篭
城
之
勘
」
に
、
顕
如
よ

り
九
字
十
字
の
名
号
二
幅
を
拝
領
し
た
こ
と
、
「
御
打
物
」
（
槍
）
を

一
振
拝
領
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

後
の
方
は
、
天
正
十
三
年
二
五
八
五
）
の
も
の
で
、
本
願
寺
坊

官
か
ら
与
え
ら
れ
た
免
許
状
の
写
し
で
あ
る
。
宗
門
再
興
に
功
が
あ

っ
た
と
し
て
、
「
代
々
自
影
」
が
免
許
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。こ
れ
ら
の
〔
写
〕
の
文
書
の
性
格
・
内
容
お
よ
び
先
に
見
た
〔
巻

物
〕
〔
井
上
著
書
〕
を
考
慮
す
る
と
き
、
こ
れ
ら
〔
写
〕
の
内
容
を

一
○
○
％
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、

蓮
乗
寺
住
職
が
、
石
山
戦
争
な
ど
で
勲
功
を
立
て
、
ま
た
石
山
本
願

御
免
状
写

宗
門
再
興
永
と
抽
丹
誠
不
顧
身
命
忠
勤
侯
事
御
感
不
浅
依
之
其
寺
代

と
自
影
御
免
許
被
成
下
候
者
也

（
一
五
八
一
一
一
）

天
正
十
三
年

九
月
二
曰

刑
部
卿
法
橋

頼
廉
（
花
押
）

〔
写
、
〕

御
直
拝
領
物

九
字
十
字
御
名
号
二
幅
右
者
石
山
篭
城
之
勘
顕
如
上
人
御
真

筆
直
と
拝
領
之
処
、
一
幅
ハ
御
殿
江
御
取
上
十
字
尊
号
者
御
安
置

也

無
銘

御
打
物

一
振

同
石
山
篭
城
之
瑚
拝
領
也

銘
相
州
広
光

御
大
刀

一
腰

右
者
鷺
森
討
死
覚
悟
之
節
御
直
頂
戴
也

両
親
自
影

右
者
御
本
廟
御
再
興
之
上
永
と
忠
勤
之
為
御
褒
美
、
代
と
自
影

御
免
許
奉
蒙
御
印
判
候
也

右
者
鷺
森
江
献
上
也



測
寺
に
篭
城
し
て
い
た
と
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
ろ
と
み
て
、

ま
ず
間
違
い
は
な
い
と
推
量
さ
れ
る
。

な
お
、
天
正
十
三
年
九
月
二
日
付
の
「
御
免
状
写
」
〔
写
皿
〕
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
は
、
〔
巻
物
２
〕
の
「
大
田
退
衆
中
」
宛
文
書

を
天
正
十
四
年
の
も
の
と
推
定
す
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
天
正
十
三
年
九
月
二
日
と
い
う
時
点
は
、
太
田
城
陥
落
の
四
月

一
一
十
二
日
か
ら
四
カ
月
余
り
後
の
こ
と
で
、
石
尾
芳
久
が
説
く
よ
う

に
本
願
寺
指
導
部
の
意
に
沿
っ
て
、
退
城
前
後
に
活
躍
し
た
と
推
定

さ
れ
る
蓮
乗
寺
住
職
に
対
す
る
褒
賞
と
も
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
翌
年
一
月
、
さ
ら
に
退
城
衆
の
説
得
を
促
す
た
め
「
大
田
退
衆

中
」
宛
書
状
を
、
顕
如
が
わ
ざ
わ
ざ
蓮
乗
寺
住
職
宛
に
出
し
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
天
正
十
四
年
説
が
よ
り
合
理
性
を
も
つ

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
石
山
戦
争
終
結

、
、
、
、
、
、
、
、
、

後
五
年
余
も
過
ぎ
て
か
ら
、
な
ぜ
本
願
寺
が
こ
の
よ
う
な
褒
賞
を
与

え
た
の
か
、
判
然
と
し
な
く
な
る
）
。

７５紀伊国那賀郡における一皮田部落の成立

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
正
し
さ
が
裏
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
「
代
々
記
」
が
、
祖
先
を
天
皇
一
族
、
貴
族
、
大
寺
社

あ
る
い
は
武
将
な
ど
に
結
び
つ
け
て
い
な
い
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
こ
の
「
代
々
記
」
に
は
、
既
に
存
在
し
て
い
た
史

料
等
に
基
づ
い
て
、
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
書
こ
う
と
し
た
態
度
が

み
ら
れ
る
（
な
お
、
渡
辺
広
が
指
摘
し
た
「
助
九
郎
」
と
い
う
名
前

の
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
述
べ
た
の
で
、
こ
こ
で
は
く
り
か
え
さ

な
い
）
。

た
だ
し
、
「
代
々
記
」
の
由
緒
書
の
部
分
は
、
あ
く
ま
で
由
緒
書

の
類
い
に
す
ぎ
ず
、
全
面
的
に
信
じ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
で
き
な

い
。
他
の
史
料
と
つ
き
あ
わ
せ
な
が
ら
、
慎
重
に
分
析
す
る
必
要
が

あ
る
。

以
上
が
、
蓮
乗
寺
所
蔵
文
書
の
史
料
批
判
で
あ
る
。

②
「
蓮
乗
寺
代
々
記
」
の
検
討

（
兜
）

「
蓮
乗
寺
代
々
記
」
に
は
、
蓮
乗
寺
の
由
緒
、
所
持
田
畑
の
明

細
、
徒
書
き
、
譲
り
状
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
る
。
執
筆
年
代
は
、
寛

永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
で
、
管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
真
宗
系
部
落

寺
院
の
、
こ
の
種
の
記
録
と
し
て
は
最
も
早
期
の
も
の
に
属
す
る
。

執
筆
者
は
、
同
寺
住
職
五
代
目
と
さ
れ
る
了
恵
Ｃ
五
七
二
年
出

Ⅲ
雑
賀
一
向
一
摸
関
係
史
料
よ
り

凶
の
〔
巻
物
〕
な
ど
の
雑
賀
一
摸
関
係
文
書
を
受
け
取
る
こ
と
の

で
き
た
人
物
は
、
雑
賀
衆
の
中
の
有
力
坊
主
衆
で
、
鉄
砲
隊
と
深
い

関
係
を
有
す
る
人
物
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
伽
の
古
文
書
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
㈲
の
写
し
の
文
書
に

一
一
一
蓮
乗
寺
所
蔵
文
書
よ
り
見
た
る
天
正
十
三
年

以
前
の
住
職
家
の
社
会
的
地
位

生
）
、
俗
名
治
兵
衛
で
あ
る
。
こ
の
年
、
了
恵
は
六
八
歳
で
、
息
子

左
平
次
（
了
玄
）
が
一
六
歳
を
迎
え
た
の
を
機
会
に
、
同
寺
の
寺
宝

や
土
地
な
ど
の
財
産
を
譲
与
す
る
と
と
も
に
、
同
寺
の
由
緒
を
書
き

与
え
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
量
さ
れ
ろ
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
由
緒
書
の
信
葱
性
の
問
題
で
あ
る
。

（
認
）

同
史
料
は
、
石
尾
芳
久
が
指
摘
す
る
と
お
り
、
同
寺
住
職
三
代

目
と
さ
れ
る
善
正
（
初
代
助
九
郎
）
が
、
「
大
酒
ニ
ョ
リ
テ
田
中
上

二
五
○
六
）

野
前
ヤ
ナ
キ
鴫
ニ
テ
ー
早
禄
四
年
卯
ノ
霜
月
十
曰
二
往
生
セ
シ
ム
、
人

コ
ロ
シ
タ
ル
ト
モ
イ
フ
」
と
い
う
よ
う
に
、
不
名
誉
な
事
柄
を
直
裁

に
記
録
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
に

隣
家
の
火
事
に
よ
っ
て
道
場
台
所
、
蔵
米
七
○
俵
ほ
ど
が
焼
亡
し

て
、
老
父
の
了
善
（
四
代
目
、
俗
名
助
大
夫
）
を
逼
迫
さ
せ
る
こ
と

を
悲
し
ん
で
、
息
子
で
あ
る
治
兵
衛
（
法
名
了
恵
、
こ
の
「
代
々

記
」
の
執
筆
者
）
が
、
慶
長
六
年
（
一
六
○
二
よ
り
江
州
大
津
に

出
て
、
ま
る
五
年
の
間
、
「
廻
舩
セ
シ
メ
」
、
辛
苦
の
末
、
蓄
財
し
て

郷
里
に
帰
っ
て
き
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
な
ど
も
、
住
職
家
の

息
子
が
「
廻
舩
」
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
窮
状
を
伝
え
て
お

り
、
真
実
味
が
感
じ
ら
れ
ろ
。

ま
た
、
三
代
善
正
の
と
き
、
「
御
裏
二
、
実
如
上
人
様
ノ
御
自
筆

ノ
御
念
比
ナ
ル
御
書
御
判
、
永
正
三
年
霜
月
廿
八
日
御
免
ア
ソ
ハ
サ

レ
ク
タ
サ
レ
ソ
ロ
ナ
リ
」
と
記
し
て
い
る
こ
と
は
、
前
に
ふ
れ
た
よ

う
に
、
同
じ
年
月
日
付
の
実
如
の
署
名
の
あ
る
現
物
が
発
見
さ
れ
た

お
い
て
も
、
本
願
寺
方
の
書
状
な
ど
、
そ
の
内
容
・
宛
名
の
書
き
方

に
、
「
河
原
者
」
「
稔
多
」
「
キ
ョ
メ
」
「
宿
」
な
ど
の
記
載
は
、
一
切
、

見
ら
れ
ず
、
そ
の
文
面
に
も
差
別
的
記
述
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な

い
。
〔
巻
物
１
〕
は
、
顕
如
上
人
文
案
と
完
全
に
一
致
し
、
〔
巻
物

２
〕
は
、
「
紀
州
三
ヶ
郷
門
徒
中
」
宛
の
も
の
と
酷
似
し
て
い
る
。

（
“
）
 

〔
井
上
著
書
１
〕
は
、
雑
賀
衆
の
有
力
寺
院
・
円
明
寺
の
所
蔵
文
書

と
、
曰
付
が
四
日
間
違
う
だ
け
で
、
文
面
は
全
く
同
一
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
紀
伊
国
有
田
郡
Ｈ
部
落
に
伝
蔵
さ
れ
て
い
る
本
願
寺

か
ら
の
感
状
に
は
、
「
河
原
者
助
五
郎
」
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ

（
弱
）

ろ
。
ま
た
「
証
如
上
人
曰
記
」
天
文
九
年
（
一
五
四
○
）
一
月
十
二

曰
の
条
に
、
「
住
吉
長
井
宿
弦
十
張
上
之
。
・
河
原
者
彌
次
郎
箒
、

〔
記
）

緒
太
上
之
」
と
記
さ
れ
て
い
ろ
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
蓮
乗
寺
住
職
家
は
、
有
力
坊
主
衆
で
、

「
河
原
者
」
な
ど
の
被
差
別
身
分
出
身
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

次
に
㈲
の
写
し
の
方
の
文
書
を
見
ろ
と
、
本
願
寺
に
兵
糧
米
、
判

金
、
玉
薬
、
鉄
砲
、
鎧
胄
な
ど
を
相
当
多
量
に
献
納
し
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
写
し
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
こ
そ
額
面
ど
お
り
に
受

け
取
れ
な
い
が
、
蓮
乗
寺
住
職
家
お
よ
び
そ
の
門
徒
集
団
が
か
な
り

の
懇
志
を
納
め
て
い
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
住
職

お
よ
び
そ
の
門
徒
集
団
は
、
か
な
り
富
裕
な
階
層
に
属
し
て
い
た
こ

と
が
推
測
さ
れ
ろ
。
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同
彦
六
が
「
□
記
、
同
助
次
郎
が
「
銅
氾
郎
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て

（
記
）

い
る
。
ま
た
、
同
年
の
「
中
井
坂
村
御
検
地
帳
写
」
に
は
、
井
坂
皮

（
”
）
 

田
村
の
孫
七
が
「
□
即
切
」
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
皮
田
村
の
検
地
帳
の
名
請
人
と
し
て
助
九
郎
が

出
て
お
り
、
こ
の
助
九
郎
が
蓮
乗
寺
住
職
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
助
九

郎
の
下
に
書
か
れ
た
、
寛
延
四
年
二
七
五
一
）
時
点
の
名
請
人
の

名
前
が
得
地
俊
」
と
な
っ
て
い
る
ケ
ー
ス
の
み
ら
れ
る
こ
と
、
「
屋

敷
弐
畝
高
一
一
一
斗
助
九
郎
蒔
地
俊
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で

明
ら
か
で
あ
る
（
了
俊
は
、
蓮
乗
寺
八
代
目
住
職
の
法
名
で
あ
る
）
。

つ
ま
り
、
蓮
乗
寺
住
職
（
助
九
郎
△
一
代
目
〉
、
法
名
了
善
、
も
う

一
つ
の
俗
名
助
大
夫
）
は
、
「
皮
田
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
被
差
別
身
分
で

は
な
か
っ
た
蓮
乗
寺
住
職
が
、
「
か
わ
た
」
に
身
分
厄
下
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
身
分
が
匠
下
さ
れ
る
と
い
う
場
合
、
よ
ほ
ど
重
大
な

事
情
が
介
在
し
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
蓮
乗
寺
住
職
の

ケ
ー
ス
に
お
い
て
は
、
そ
の
身
分
匠
下
の
理
由
と
し
て
、
同
寺
所
蔵

文
書
と
伝
承
が
物
語
っ
て
い
る
雑
賀
一
向
一
摸
へ
の
参
加
、
お
そ
ら

く
天
正
八
年
三
月
の
勅
命
講
和
後
の
一
向
一
摸
、
と
く
に
天
正
十
一
一
一

年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
展
開
さ
れ
た
太
田
城
の
闘
い
へ
の
加
担

と
い
う
事
情
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば

近
世
権
力
は
、
一
向
一
侯
に
積
極
的
に
か
か
わ
っ
た
蓮
乗
寺
住
職
に

②
「
蓮
乗
寺
代
々
記
」
よ
り

「
蓮
乗
寺
代
々
記
」
に
よ
れ
ば
、
執
筆
者
の
祖
父
、
初
代
助
九
郎

（
善
正
）
は
、
田
畑
を
増
や
し
、
「
富
貴
ニ
シ
テ
下
人
三
十
人
ト
云

々
」
と
あ
る
。
「
下
人
三
十
人
」
に
は
誇
張
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

が
、
既
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
彼
は
田
中
庄
の
名
主
が
入
り
乱
れ
た
と

き
、
功
績
が
あ
っ
て
畑
一
町
歩
ほ
ど
高
除
き
に
も
ら
い
、
こ
の
と
き

「
川
崎
助
九
郎
」
と
い
う
俗
名
を
与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
筆
者
の

父
、
了
善
（
助
大
夫
、
二
代
目
助
九
郎
）
は
、
享
禄
四
年
（
一
五
一
一
一

一
）
に
そ
の
父
善
正
が
死
ん
だ
と
き
、
わ
ず
か
に
五
歳
で
あ
っ
た

が
い
母
に
育
て
ら
れ
、
「
田
畑
耕
作
シ
繁
盛
セ
シ
ム
」
と
い
う
状
況

で
あ
っ
た
。

実
際
、
慶
長
六
年
（
一
六
○
一
）
の
検
地
帳
（
写
）
を
見
れ
ば
、

助
九
郎
（
助
大
夫
、
了
善
）
は
、
一
町
一
畝
三
歩
、
一
六
石
二
升
二

合
五
勺
を
所
持
し
て
い
た
。
寛
永
十
五
年
（
一
六
三
八
）
に
は
、
了

善
の
子
、
了
恵
が
、
そ
の
子
、
左
平
次
（
了
玄
）
に
田
畑
一
町
四
反

四
畝
八
歩
を
、
左
平
次
の
弟
次
郎
助
に
七
反
三
畝
十
六
歩
を
、
そ
の

妹
小
無
い
に
一
一
反
一
畝
一
九
歩
、
合
わ
せ
て
一
一
町
一
一
一
反
九
畝
一
三
歩

を
譲
与
し
て
い
ろ
。
農
業
経
営
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
住
職
家
は
富
農

的
階
層
に
属
し
て
い
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
前
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
了
恵
は
、
慶
長
六
年
、
家
計
逼

迫
の
た
め
近
江
・
大
津
で
廻
船
業
を
営
み
、
蓄
財
を
し
て
五
年
後
に

帰
郷
し
て
い
る
の
で
、
住
職
一
家
は
、
な
お
廻
船
業
に
も
一
定
の
か

弾
圧
を
加
え
て
身
分
歴
下
処
分
を
行
っ
た
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い

の
で
あ
る
。

最
後
に
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
う
少
し
付
言
し
て
お
き
た
い
。

〔
帥
）

既
に
別
の
と
こ
ろ
で
書
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
第
一
に
、
信
長
、
秀

吉
、
家
康
ら
の
封
建
領
主
た
ち
が
、
一
向
一
摸
参
加
者
に
対
し
て
残

虐
な
行
為
を
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
大
量
虐
殺
、
処
刑
、
一
向

宗
の
禁
教
、
転
宗
の
強
制
、
寺
院
の
破
却
、
僧
侶
の
追
放
、
｜
摸
参

加
者
の
村
全
体
の
焼
却
等
々
の
、
許
す
こ
と
の
で
き
な
い
非
道
な
弾

圧
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
に
、
中
世
末
期
に
、
大
和
の
戦
国
大
名
と
目
さ
れ
て
い
た
興

福
寺
が
、
種
々
の
犯
罪
者
に
対
し
て
、
そ
の
罪
を
答
め
て
「
非
人
」

に
身
分
歴
下
さ
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
三
に
、
近
世
部
落
と
浄
土
真
宗
と
の
結
び
つ
き
が
き
わ
め
て
緊

密
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
も
、
そ
れ
が
幕
藩
権
力
の
宗
教
統
制
の
結

果
で
は
な
い
こ
と
、
部
落
寺
院
の
中
に
開
基
年
代
が
天
正
十
三
年

二
五
八
五
）
よ
り
も
以
前
に
遡
及
で
き
る
も
の
が
相
当
数
存
在
す

る
こ
と
、
そ
の
中
に
は
実
際
一
向
一
摸
に
参
加
し
た
か
、
参
加
し
た

と
伝
え
ら
れ
る
部
落
寺
院
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
四
に
、
中
世
被
差
別
身
分
に
結
び
つ
か
な
い
近
世
部
落
が
各
地

に
存
在
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
、
一
向
一
摸
へ
の
参
加
を
明

示
す
る
古
文
書
や
寺
伝
を
持
っ
て
い
る
地
区
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ろ
。

蓮
乗
寺
文
書
や
検
地
帳
（
写
）
で
見
る
な
ら
ば
、
蓮
乗
寺
住
職

は
、
廻
船
業
に
も
一
定
の
関
係
を
も
ち
な
が
ら
も
富
農
的
階
層
に
属

し
た
人
物
で
、
か
つ
雑
賀
衆
の
有
力
坊
主
衆
の
一
員
で
あ
っ
た
と
み

ら
れ
、
河
原
者
な
ど
の
被
差
別
身
分
に
属
す
る
階
層
で
は
な
か
っ
た

と
結
論
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
蓮
乗
寺
住
職
は
、
中
世
末
期
の
石
山
戦
争

前
後
に
お
い
て
は
船
運
に
関
係
を
有
し
な
が
ら
富
農
的
階
層
に
属
し

て
い
た
雑
賀
衆
の
有
力
坊
主
衆
の
一
員
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
十
数
年

後
の
慶
長
六
年
に
は
、
検
地
帳
（
写
）
に
よ
れ
ば
「
皮
田
村
」
の
住

民
、
つ
ま
り
「
皮
田
」
身
分
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

慶
長
六
年
の
検
地
帳
（
写
）
は
、
第
一
節
で
ふ
れ
た
よ
う
に
井
坂
皮

田
村
分
の
帳
簿
で
あ
っ
た
。
同
帳
簿
で
は
名
請
人
の
右
肩
に
「
皮

田
」
の
肩
書
き
が
付
さ
れ
て
い
奴
い
の
は
、
こ
の
帳
簿
の
表
紙
に

「
田
中
組
、
Ⅱ
Ｕ
」
（
ｎ
Ⅱ
ｕ
の
中
に
は
、
実
際
に
は
「
井
坂
ノ
内

（
”
）
 

皮
田
村
」
と
記
入
さ
れ
て
い
る
）
と
あ
る
よ
う
に
、
皮
田
村
の
み
の

検
地
帳
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
近
村
の
慶
長
六
年
の
「
北
大

井
村
御
検
地
帳
」
に
は
、
井
坂
皮
田
村
の
彦
二
郎
が
、
己
如
氾
郎
」
、

四
、
非
被
差
別
身
分
か
ら
「
皮
田
」
へ

Ｉ
何
が
介
在
し
た
か
Ｉ



以
上
で
ひ
と
ま
ず
蓮
乗
寺
文
書
の
分
析
を
中
心
と
し
た
考
察
を
終

え
る
こ
と
と
す
る
が
戸
今
後
、
さ
ら
に
近
世
初
頭
の
検
地
帳
な
ど
の

精
密
な
分
析
を
行
い
つ
つ
、
紀
ノ
川
中
流
域
の
真
宗
系
部
落
寺
院
の

調
査
を
行
う
こ
と
で
、
本
稿
で
展
開
し
た
見
解
を
さ
ら
に
深
め
発
展

雌
さ
せ
た
い
と
念
願
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
に
も
、
本
稿
に
対
す
る
御

の
批
正
を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

繍班
（
１
）
拙
著
『
近
世
部
落
の
成
立
と
展
開
』
解
放
出
版
社
、
｛
一
九
八
六
年
や

卜
第
一
一
、
一
一
一
章
・
『
被
差
別
部
落
起
源
論
序
説
ｌ
近
世
政
治
起
源
説
の

け
再
生
』
明
石
書
店
、
一
九
九
○
年
、
第
一
了
五
章
。
６

坊
（
２
）
渡
辺
広
『
未
解
放
部
落
の
形
成
と
展
開
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
七

鋼
七
年
、
一
五
’
六
頁
。
ｊ

那
（
３
）
「
井
坂
の
内
□
□
□
御
検
地
帳
写
」
『
打
田
町
史
』
第
一
巻
史
料
編
Ｉ

胴
所
収
。

紀
（
４
）
『
和
歌
山
県
史
』
近
世
史
料
一
、
八
頁
・

内
（
５
）
『
打
田
町
史
』
第
一
巻
史
料
編
Ｉ
、
八
一
一
九
頁
。

7８ 

同
寺
住
職
と
行
動
を
共
に
し
、
そ
れ
ゆ
え
住
職
と
と
も
に
「
皮
田
」

に
身
分
歴
下
さ
れ
て
、
「
井
坂
皮
田
村
」
が
成
立
し
た
と
考
え
て
い

る
。
同
皮
田
村
が
、
慶
長
六
年
当
時
よ
り
村
高
一
九
四
石
余
も
所
持

し
、
慶
長
十
八
年
の
「
紀
州
検
地
帳
写
」
に
お
い
て
も
「
皮
田
村
」

と
記
載
さ
れ
て
、
近
世
初
頭
か
ら
、
｜
村
独
立
的
性
格
を
も
っ
て
い

た
の
も
、
上
記
の
経
緯
に
よ
る
も
の
と
推
量
し
て
い
る
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
付
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
一
向
一
摸

参
加
者
に
対
す
る
身
分
歴
下
処
分
が
実
際
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
加
賀
藩
内
で
は
、
地
侍
的
門
徒
た
ち
が
町
人
身
分
へ
厄

（
、
）

下
さ
れ
て
い
る
事
例
が
報
』
ロ
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
加
賀
一
向
一
摸

の
首
領
の
一
人
で
あ
っ
た
武
士
門
徒
が
紺
屋
頭
を
命
じ
ら
れ
て
い
ろ

（
、
）

事
例
も
存
在
し
て
い
る
。

第
二
の
点
に
つ
い
て
書
き
添
え
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
文
明
十
七

年
（
一
四
八
五
）
七
月
、
興
福
寺
六
方
衆
が
、
「
念
仏
風
流
」
の
際

の
違
法
を
答
め
て
、
参
加
者
の
一
部
を
「
非
人
」
と
し
た
と
い
う
こ

（
開
）

と
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
興
福
寺
が
、
一
向
宗
徒
や
僧
侶
を
逮
捕
し

た
り
、
住
屋
を
検
断
し
た
り
、
さ
ら
に
天
文
元
年
（
一
五
一
一
三
）
に

起
こ
っ
た
一
向
一
摸
に
対
し
て
、
｜
摸
参
加
者
の
郷
を
焼
却
処
分
と

し
、
門
徒
の
郷
民
を
追
放
し
て
い
る
こ
と
も
、
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

以
上
の
点
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
雑
賀
地
域
の
状
況
を
考
え
る
と
、

第
一
の
点
に
関
連
し
て
、
秀
吉
が
、
天
正
十
三
年
三
月
、
泉
南
地
域

で
、
た
と
え
ば
千
石
堀
城
に
篭
っ
て
い
た
民
衆
を
五
○
○
○
人
余
も

焼
き
殺
す
な
ど
の
暴
虐
を
行
い
、
つ
い
で
根
来
寺
を
全
山
焼
き
払

い
、
最
後
に
太
田
城
を
攻
め
、
五
三
人
の
首
を
刎
ね
ざ
せ
た
事
実
が

想
起
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
秀
吉
に
と
っ
て
太
田
城
に
篭
っ
た

（
棟
）

（
“
）
 

門
徒
衆
は
、
「
悪
逆
東
梁
奴
原
」
で
あ
っ
た
。

第
二
の
点
と
の
関
連
で
は
、
井
坂
皮
田
村
の
隣
村
岡
田
村
の
有
力

雑
賀
党
員
西
岡
左
衛
門
太
郎
資
村
が
千
石
堀
城
の
闘
い
で
戦
死
し
た

の
ち
、
そ
の
子
弥
三
郎
資
勝
が
「
所
領
に
放
れ
て
農
民
と
な
」
っ
た

と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
同
家
の
由
緒
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ろ
。
「
家
伝
に
い
ふ
、
其
祖
を
西
岡

左
衛
門
佐
長
頼
と
い
ふ
、
菅
原
家
の
末
流
な
り
、
故
お
り
て
浪
士
と

な
り
、
城
州
相
良
郡
西
岡
郷
に
居
る
、
元
弘
年
中
、
後
醍
醐
帝
笠
置

に
潜
幸
の
と
き
官
軍
に
属
す
、
南
北
和
平
の
後
、
子
孫
西
岡
大
学
資

基
と
い
ふ
者
、
当
村
に
来
り
住
す
、
其
子
を
菅
太
郎
資
光
と
い
ふ
、

（
鮨
）

荘
中
に
菅
神
社
を
草
創
せ
り
」
と
。
こ
れ
も
由
緒
書
の
類
い
な
の

で
、
ど
こ
ま
で
真
実
が
書
か
れ
て
い
る
か
不
明
で
あ
る
が
、
岡
田
村

に
居
住
し
て
い
た
土
豪
的
階
層
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
と
の
土
豪
的
門
徒
の
子
孫
が
、
「
所
領
に
放
れ
て
」
百
姓
身

分
に
厄
下
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

右
に
述
べ
た
こ
と
を
総
合
的
に
考
え
る
と
き
、
雑
賀
一
向
一
摸
に

積
極
的
に
か
か
わ
り
、
と
く
に
鉄
砲
隊
に
深
い
関
連
を
有
し
、
お
そ

ら
く
太
田
城
の
戦
闘
に
加
わ
っ
た
と
み
ら
れ
る
蓮
乗
寺
住
職
（
土
豪

的
階
層
で
は
な
く
、
ワ
タ
リ
の
性
格
を
な
お
保
持
し
て
い
た
富
裕
な

百
姓
的
階
層
で
あ
っ
た
）
が
、
一
等
、
身
分
を
落
と
さ
れ
て
「
皮

田
」
身
分
Ⅱ
被
差
別
身
分
に
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
、
よ
り
妥
当

性
を
も
っ
て
く
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
理
解
の
も
と
に
、
私
は
、
こ
の
蓮
乗
寺
（
当
時
は
道

場
）
に
結
縁
し
て
い
た
門
徒
集
団
（
田
中
庄
川
崎
村
の
住
民
）
も
、

（
６
）
同
前
、
八
九
二
頁
。

（
７
）
同
前
、
九
四
四
頁
。

（
８
）
『
紀
伊
績
風
土
記
』
巻
之
三
十
一
、
那
賀
郡
田
中
圧
下
井
坂
村

の
項
。
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
の
「
紀
伊
国
郷
帳
」
に
も
、
下
井
坂

村
の
次
に
、
「
－
高
弐
百
壱
石
三
斗
六
升
七
合
ｐ
ｐ
Ｂ
ｐ
□
皮
田
」
と

あ
り
、
独
立
村
的
性
格
を
も
ち
つ
つ
も
、
な
お
下
井
坂
村
に
一
定
の
支

配
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
匂
和
歌
山
県
史
』
近
世
史

料
一
、
三
八
頁
）
。
Ｌ

（
９
）
『
打
田
町
史
』
第
三
巻
通
史
編
、
二
八
四
頁
。

（
、
）
そ
の
こ
と
は
、
慶
長
六
年
の
検
地
帳
写
が
、
「
田
中
組
、
Ⅱ
Ｕ
」
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
ｎ
Ⅱ
Ｕ
の
箇
所
に
は
、
実
際
に
は
「
井
坂
ノ
内

皮
田
村
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
渡
辺
広
前
掲
書
、
二
五

頁
）
、
ま
た
、
そ
の
検
地
帳
写
の
記
述
内
容
そ
の
も
の
か
ら
、
井
坂
皮

田
部
落
独
自
の
検
地
帳
写
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
こ
に
記
さ
れ
た
す
べ

て
の
土
地
は
「
井
坂
ノ
内
皮
田
村
」
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

（
ｕ
）
〔
巻
物
１
１
３
〕
は
、
『
打
田
町
史
』
第
一
巻
史
料
Ｉ
、
四
一
八
’
九

頁
。
〔
井
上
著
書
１
，
２
〕
は
、
井
上
鋭
夫
三
向
一
侯
の
研
究
』
吉

川
弘
文
館
、
一
九
六
八
年
、
六
一
一
一
’
三
頁
。
扉

（
⑫
）
井
上
前
掲
書
、
六
一
二
、
六
一
五
頁
。

冠
）
渡
辺
前
掲
書
、
一
五
’
六
頁
。
な
お
、
こ
れ
ら
蓮
乗
寺
文
書
は
、
『
和

歌
山
市
史
』
第
四
巻
古
代
・
中
世
史
料
、
一
○
五
九
頁
Ｒ
巻
物
１
Ｕ
、

一
○
六
六
頁
Ｒ
巻
物
２
Ｕ
、
二
○
五
頁
Ｒ
巻
物
３
Ｕ
に
収
録
さ
れ
、

『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
二
四
三
七
頁
Ｒ
巻
物
１
Ｕ
、
四
三
八
頁
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Ｒ
巻
物
２
，
３
〕
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

、
）
井
上
前
掲
書
、
六
一
五
頁
。

（
屯
渡
辺
前
掲
書
、
一
五
’
六
頁
。

（
焔
）
同
前
、
二
五
頁
。

（
Ⅳ
）
石
尾
芳
久
『
被
差
別
部
落
起
源
論
』
増
補
版
、
木
鐸
社
、
一
九
七
八

年
、
一
二
七
’
九
頁
。

（
翌
渡
辺
広
「
未
解
放
部
落
の
歴
史
的
研
究
に
お
け
る
方
法
の
問
題
」

『
和
歌
山
の
歴
史
と
教
育
』
一
九
七
九
年
一
○
月
、
一
一
三
’
四
頁
。

（
⑲
）
貴
志
康
親
『
雑
賀
党
物
語
』
国
警
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
、
一
七
四

’
五
頁
。

（
別
）
『
石
山
本
願
寺
日
記
』
下
巻
、
六
一
九
’
二
○
頁
。

（
翌
井
上
前
掲
書
、
六
○
九
頁
。

（
犯
）
『
打
田
町
史
』
第
一
巻
史
料
編
Ｉ
、
四
一
九
頁
。

（
肥
）
『
和
歌
山
市
史
』
第
四
巻
、
一
○
六
六
頁
。

（
皿
）
『
和
歌
山
県
史
』
中
世
史
料
二
、
四
三
八
頁
。

（
妬
）
石
尾
前
掲
書
、
一
三
一
’
一
一
一
頁
。

（
恥
）
『
石
山
本
願
寺
日
記
』
下
巻
、
六
一
二
頁
？

（
〃
）
『
和
歌
山
市
史
』
第
四
巻
、
一
二
八
頁
。

（
肥
）
同
前
へ
二
二
五
頁
。

（
羽
）
『
石
山
本
願
寺
日
記
』
下
巻
、
六
三
○
’
四
頁
。

（
釦
）
同
前
、
六
一
六
’
七
頁
。

（
Ⅲ
）
以
上
、
同
前
、
四
九
五
’
六
二
八
頁
。

（
釦
）
同
前
、
六
二
○
頁
。
．

（
認
）
『
和
歌
山
市
史
』
第
四
巻
、
二
九
五
頁
。

て
い
る
と
推
定
さ
れ
る

（
開
）
同
前
、
六
四
五
頁
。

（
②
前
掲
拙
著
『
被
差
別

ａ
）
笠
原
一
男
『
一
向
一

○
三
頁
。

（
砲
）
石
尾
芳
久
。
向
一

’
一
一
一
頁
。
一
一
一
一
一
’
三

（
閉
）
『
奈
良
の
部
落
史
』

（
蓮
渡
辺
広
『
未
解
放
部
落

年
、
二
三
四
頁
の
注
（
ｕ
）
。

（
題
『
石
山
本
願
寺
日
記
』
上
些

（
ご
注
（
、
）
参
照
。

盆
）
『
打
田
町
史
』
第
一
巻
史
型

□
□
と
あ
る
箇
所
は
、
「
か

（
蛆
）
同
前
、
第
三
巻
通
史
編
、

説
』
五
一
一
’
三
頁
。

（
蛆
）
井
上
鋭
夫
前
掲
書
、
一
七
一

（
印
）
『
打
田
町
史
』
第
一
巻
史
料

ａ
）
大
谷
大
学
編
『
真
宗
年
表
」

（
団
）
『
打
田
町
史
』
第
一
巻
史
四

（
閉
）
石
尾
前
掲
書
、
二
一
九
頁
。

（
融
）
円
明
寺
に
つ
い
て
は
、
結
城
範
子
「
石
山
戦
争
に
於
け
る
紀
州
一
摸

の
性
格
」
『
論
集
日
本
歴
史
６
織
豊
政
権
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
七

の
性
格
」
『
論
集
日
本
歴
史
６
織
豊
政
権
』
有
』

四
年
、
」
九
四
頁
の
注
（
閲
）
、
（
題
に
詳
し
い
。

井
上
鋭
夫
前
掲
書
、
一
七
二
頁
。

『
打
田
町
史
』
第
一
巻
史
料
編
Ｉ
、
四
二
一
’
六
頁
。

大
谷
大
学
編
『
真
宗
年
表
』
法
蔵
館
、
一
九
七
三
年
、
九
六
頁
。

『
打
田
町
史
』
第
一
巻
史
料
編
Ｉ
、
四
二
七
’
三
一
一
頁
。

広
『
未
解
放
部
落
の
史
的
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
三

。
向
一
侯
‐

’
一
一
’
三
頁
。

部
落
史
』
史
》

噸
寺
日
記
』
上
巻
、
三
一
一
一
一
頁
。

参
照
。

亡
第
一
巻
史
料
編
Ｉ
、
六
六
・

加
部
落
起
源
論
序
説
』
一
三
六
’
九
頁
。

｜
摸
の
研
究
』
山
川
出
版
社
、
一
九
六
二
年
、

摸
と
部
落
』
三
一
新
書
、
一
九
八
三
年
、
九
一

･ 史
料
編
Ｉ
、
六
六
七
’
八
二
頁
。

「
か
わ
た
」
あ
る
い
は
「
皮
田
村
」

科
編
、 一
六
三
頁
。
前
掲
『
打
田
町
の
民
話
と
伝

奈
良
市
、
一
九
八
六
年
、
二
二
一
一
一

な
お
、
□

と
記
さ
れ

八

（
艶
）
『
石
山
本
願
寺
日
記
』
下
巻
、
五
二
七
頁
。

（
弱
）
『
和
歌
山
市
史
』
第
四
巻
、
二
○
八
頁
。

（
別
）
『
打
田
町
史
』
第
二
巻
史
料
編
Ⅱ
、
七
四
○
頁
。

弱
）
『
紀
伊
績
風
土
記
』
巻
之
三
十
、
那
賀
郡
岡
田
村
の
項
。

（
懇
貴
志
康
親
前
掲
書
、
一
七
四
頁
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い

る
。
「
古
文
書
の
主
人
公
資
村
は
隆
々
た
る
雑
賀
党
員
で
あ
り
、
孫
市

が
粉
河
で
死
ぬ
数
日
前
に
、
千
石
堀
の
防
戦
で
戦
死
し
て
い
る
］
な

お
、
打
田
町
に
は
「
重
行
の
榧
の
木
」
と
い
う
伝
承
と
し
て
、
天
正
十

三
年
の
秀
吉
の
紀
州
攻
め
の
と
き
、
紀
州
の
百
姓
た
ち
が
重
行
峠
な
ど

に
城
を
作
っ
て
防
戦
し
、
百
姓
た
ち
が
切
り
殺
さ
れ
た
こ
と
が
語
り
伝

え
ら
れ
て
い
る
『
打
田
町
の
民
話
と
伝
説
』
打
田
町
教
育
委
員
会
、

一
九
八
七
年
、
一
○
’
三
一
頁
）
。

（
廻
同
前
、
七
七
頁
。

（
側
）
井
上
前
掲
書
、
六
一
一
頁
。

（
虹
）
同
前
、
六
一
二
頁
。

（
色
同
前
、
六
一
五
頁
。

（
遇
渡
辺
前
掲
論
文
「
未
解
放
部
落
の
歴
史
的
研
究
に
お
け
る
方
法
の
問

題
」
一
一
三
頁
。

（
仏
）
『
和
歌
山
市
史
』
第
四
巻
、
一
三
○
六
頁
。

（
妬
）
中
央
融
和
事
業
協
会
「
全
国
部
落
調
査
」
一
九
一
一
一
六
年
三
月
刊
。
和

歌
山
県
の
項
は
、
一
九
三
四
年
六
月
現
在
。

（
蛆
）
『
広
辞
苑
』
の
「
御
坊
」
の
項
に
は
「
寺
院
ま
た
は
僧
侶
の
敬
称
」

と
あ
る
。

（
〃
）
『
打
田
町
史
』
第
二
巻
史
料
編
Ⅱ
、
八
二
五
頁
。

頁
。

（
“
）
「
羽
柴
秀
吉
朱
印
状
」
『
和
歌
山
市
史
』
第
四
巻
、
一
二
○
七
頁
。

（
色
『
紀
伊
綾
風
土
記
』
巻
之
三
十
、
那
賀
郡
岡
田
村
の
項
。


